
特
集
論
文

焼
身
供
養
略
孜

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
ユ
　

　
焼
身
供
養
は
仏
教
の
捨
身
行
の
一
種
で
あ
る
。
大
乗
の
仏
教
理
念

に
基
づ
き
、
肉
身
の
一
部
な
い
し
全
て
を
燃
や
し
、
仏
法
に
供
養
す

る
布
施
行
の
極
致
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
々
し
く

あ
ら
わ
れ
る
阿
鼻
叫
喚
の
様
子
や
、
時
に
は
人
々
に
自
殺
を
勧
め
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
行
為
を
、
健
全
な
宗
教
行
為
で
あ
る
と
即

座
に
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
従
来
、
中
国
の
当
世
者
の
多
く
は
、
焼
身
供
養
を
厳
し
く
禁
じ
た
。

し
か
し
、
肉
身
に
貧
著
せ
ず
大
誓
願
を
遂
げ
た
い
、
浄
土
世
界
に
憧

れ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
仏
教
界
で
は
絶
え
ず
続
け
ら
れ
て
い
た
。

特
に
『
法
華
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
乗
経
典
に
書

か
れ
た
焼
身
供
養
の
教
え
を
忠
実
に
信
奉
し
実
行
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
焼
身
を
仏
法
実
践
の
最
上
法
門
と
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
『
法

華
経
』
を
最
高
経
典
と
信
仰
す
る
中
国
天
台
教
団
で
は
、
教
行
肇
修

林

鳴
　
宇

と
い
う
特
徴
を
有
し
、
焼
身
供
養
に
つ
い
て
理
論
的
に
詮
釈
す
る
だ

け
で
な
く
、
身
を
以
て
実
践
す
る
者
も
数
多
く
存
在
し
た
。

　
し
か
し
、
焼
身
供
養
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
理
念
と
現
実
の
捉
え

方
に
個
人
差
が
大
き
い
た
め
、
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
く
議
論

さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
中
国
仏
教
の
焼
身
供
養
に
関
す
る
研
究
論
文

　
　
ハ
　
　

も
多
い
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
焼
身

供
養
の
由
来
、
焼
身
供
養
に
関
す
る
中
国
仏
教
の
諸
見
解
、
中
国
天

台
に
お
け
る
焼
身
供
養
、
の
三
点
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

一
　
焼
身
供
養
の
由
来

　
中
国
の
仏
教
教
団
に
お
け
る
焼
身
供
養
の
方
式
は
、
イ
ン
ド
か
ら

伝
来
し
た
大
乗
経
典
に
基
づ
き
、
四
、
五
世
紀
以
降
に
発
達
し
た
も

の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
本
土
や
仏
教
伝
来
の
経

由
地
で
あ
る
中
央
ア
ジ
ア
で
は
、
焼
身
供
養
に
関
す
る
史
実
記
載
は

ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
、
　
一
九
六
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○
年
代
か
ら
す
で
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者

Q
①
3
9
は
、
僧
侶
の
焼
身
行
為
に
は
、
中
国
の
土
着
宗
教
の
祭
祀

や
修
行
方
式
と
一
致
す
る
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
の
思
想
が
中

国
の
本
来
の
焼
身
行
為
に
影
響
を
与
え
、
且
つ
両
者
が
融
合
し
た
上

で
、
新
た
に
創
出
さ
れ
た
儀
礼
、
儀
式
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
説
に

対
し
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
学
者
で
あ
る
国
筥
帥
o
N
讐
は
、

中
国
僧
の
焼
身
供
養
は
仏
教
の
教
え
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
苦
行
と

い
う
手
段
を
通
じ
、
俗
身
を
棄
て
、
正
法
を
得
る
こ
と
に
あ
り
、
中

国
独
自
の
現
象
で
は
な
く
苦
行
の
一
種
で
あ
る
と
反
論
し
た
。
確
か

に
、
以
下
に
記
す
よ
う
に
、
天
地
の
た
め
、
他
人
の
た
め
、
肉
身
を

焚
焼
し
て
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
中
国
で
は
仏
教
伝

来
以
前
か
ら
す
で
に
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
仏

教
伝
来
以
前
の
焼
身
事
例
、
仏
典
に
見
る
焼
身
供
養
の
根
拠
の
二
点

に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
（
一
）
　
仏
教
伝
来
以
前
に
行
わ
れ
た
焼
身
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
つ

　
甲
骨
文
字
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
絞
」
は
、
ま
さ
に
股
商
時
代

に
お
け
る
人
間
の
焚
焼
に
よ
る
祭
天
、
あ
る
い
は
雨
乞
い
の
儀
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
陳
夢
家
に
よ
れ
ば
、
こ
の
字
は
人
が
火
の

上
に
立
つ
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
中
国
古
典
文
献
に
見
ら
れ
る
「
暴
巫
」

（
巫
士
を
太
陽
に
あ
て
て
晒
す
）
や
「
焚
巫
」
（
巫
士
を
焼
殺
す
）
と

一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
か
ん

　
ま
た
、
白
川
静
は
、
「
莫
」
と
い
う
文
字
は
、
旱
ば
つ
に
際
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
よ
う

祈
る
巫
を
焚
殺
す
る
さ
ま
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
奨
」
は
、

祭
儀
に
お
い
て
捕
え
た
異
民
族
の
奴
隷
を
焚
殺
す
る
場
面
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
両
者
は
、
古
代
の
中
国
に
お
い
て
は
、

人
を
焚
殺
す
る
呪
儀
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
判
断

し
た
。

　
ほ
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
古
典
の
中
に
も
、
特
に
雨
乞
い
を
す

る
に
あ
た
り
、
人
を
焚
焼
す
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
『
墨
子
』
「
兼
愛
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
上
古
の
聖
主
湯
王
の
犠

牲
祈
祷
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
は
「
兼
愛
」
思
想
の
根
源
で
あ

る
と
説
明
し
た
。

　
　
湯
王
は
天
帝
に
告
げ
た
。
「
今
年
は
大
旱
ば
つ
な
り
、
こ
の
身

　
　
を
以
て
償
う
べ
し
。
上
天
后
土
に
罪
を
犯
し
た
こ
と
は
知
ら
ず
、

　
　
い
ま
ま
で
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
隠
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て

　
　
天
帝
の
明
断
に
任
す
。
万
民
に
罪
あ
れ
ば
、
こ
の
身
で
償
い
、

　
　
こ
の
身
に
罪
あ
れ
ば
、
万
民
に
及
ぼ
す
こ
と
な
い
よ
う
に
」
と
。

　
　
こ
れ
は
、
天
下
を
有
す
る
湯
王
で
さ
え
、
自
身
を
以
て
犠
牲
と

　
　
し
、
祠
祭
を
以
て
天
帝
鬼
神
を
喜
ば
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
こ
の
点
、
李
善
は
『
文
選
」
の
「
思
玄
賦
」
の
中
で
、
『
准
南
子
』

を
引
用
し
、
湯
王
の
犠
牲
供
養
は
焚
身
で
あ
る
と
し
た
。

　
　
湯
王
の
時
、
大
旱
ば
つ
は
七
年
に
亘
っ
た
。
占
い
の
結
果
に
よ

　
　
れ
ば
、
人
を
使
っ
て
天
を
祭
祀
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

　
　
時
、
湯
王
は
「
わ
た
し
は
、
も
と
も
と
民
の
た
め
に
ト
祭
を
行

　
　
い
、
願
わ
く
は
自
ら
こ
の
大
任
を
担
う
」
と
言
い
、
髪
や
爪
を

　
　
　
　
ア
　

　
　
切
り
、
体
を
洗
浄
し
た
後
、
集
ま
っ
た
薪
の
上
に
登
り
、
自
焚

　
　
し
て
天
帝
に
供
養
し
よ
う
と
し
た
が
、
火
を
燃
や
す
前
に
、
大
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雨
が
降
り
始
め
た
。

　
万
民
の
た
め
に
一
国
の
君
主
を
犠
牲
に
し
て
天
帝
に
供
養
す
る
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
、
ほ
か
に
『
新
序
』
「
雑
事
第
二
」
の
「
齊
景
公
」
の
例
な
ど
が

見
ら
れ
る
。
顧
額
剛
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
君
主
は
教
主
の
職
務
を
兼

任
し
て
お
り
、
天
災
の
時
に
お
い
て
、
民
衆
の
た
め
に
天
帝
に
献
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

し
祈
祷
す
る
責
任
も
有
し
て
い
る
。
白
川
静
は
、
巫
祝
王
で
あ
る
王

は
、
巫
祝
と
し
て
そ
の
共
同
体
の
危
機
を
救
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
失
敗
す
る
と
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
と
し
た
。

両
者
は
い
ず
れ
も
、
古
代
の
君
主
は
神
に
近
づ
く
聖
な
る
特
権
を
持

つ
た
め
、
民
の
た
め
に
天
に
献
身
す
る
こ
と
は
君
主
の
責
務
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　
君
主
が
焚
焼
の
対
象
と
な
る
事
例
は
、
史
書
に
よ
っ
て
往
々
に
し

て
賛
美
さ
れ
た
。
し
か
し
、
時
代
が
下
る
と
、
上
古
の
よ
う
な
、
祈

祷
の
た
め
に
巫
士
な
ど
を
強
制
的
に
焼
殺
す
る
こ
と
は
、
徐
々
に
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
『
左
伝
』
「
僖
公
二
十
一
年
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
こ
の
年
の
夏
は
大
旱
ば
つ
で
あ
っ
た
。
魯
国
の
僖
公
は
、
祈
祷

　
　
の
た
め
に
巫
士
と
旭
人
を
焚
殺
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

　
　
戚
文
仲
は
「
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
旱
ば
つ
を
防
ぐ
た
め
の

　
　
良
策
で
は
な
い
。
城
壁
を
修
繕
し
、
費
用
を
節
約
し
、
農
業
を

　
　
営
み
、
互
い
に
救
済
で
き
る
こ
と
が
最
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

　
　
る
。
巫
士
や
底
人
に
は
な
ん
の
罪
も
な
く
、
天
が
彼
ら
を
殺
し

　
　
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
初
か
ら
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
必
要
も
な

　
　
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
を
旱
ば
つ
の
原
因
と
し
、
さ
ら
に
焚

　
　
殺
し
て
し
ま
え
ば
、
反
っ
て
大
旱
ば
つ
を
起
こ
す
こ
と
に
つ
な

　
　
が
る
」
と
諌
言
し
た
。
僖
公
は
戚
文
仲
の
意
見
を
認
め
た
。

　
こ
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
文
化
の
発
展
に
よ
り
、
人
間
を
強

制
的
に
焼
殺
し
て
天
に
供
養
す
る
こ
と
は
反
社
会
的
な
行
為
と
さ
れ
、

よ
り
理
性
的
な
手
段
で
天
災
を
防
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
儒
教
の
発
達
に
よ
っ
て
、
「
孝
」
の
思
想
も
徐
々
に
浸
透

し
た
。
『
礼
記
』
巻
四
八
「
祭
義
」
で
は
、
「
父
母
全
く
し
て
之
れ
を

生
む
、
子
全
く
し
て
之
れ
を
帰
す
は
、
孝
と
謂
う
べ
し
。
そ
の
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

麟
か
ず
、
そ
の
身
を
辱
め
ざ
る
は
、
全
く
す
と
謂
う
べ
し
」
と
し
、

『
孝
経
』
「
開
宗
明
義
章
」
で
も
、
「
身
体
髪
膚
、
之
れ
を
父
母
に
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

く
。
敢
て
殿
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
」
と
し
た
た
め
、
倫
理

道
徳
の
面
に
お
い
て
、
身
体
の
一
部
を
鍛
損
す
る
こ
と
は
「
不
孝
」

と
み
な
さ
れ
、
上
古
の
よ
う
に
安
易
に
人
を
焚
焼
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
焼
身
そ
の
も
の
も
、
一
種
の
宗
教
的
な
呪

儀
、
神
へ
の
献
身
か
ら
、
社
会
的
な
行
為
、
民
へ
の
還
元
へ
と
、
大

き
な
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ソ

　
『
華
陽
国
志
』
巻
十
「
漢
儒
請
雨
精
感
慶
雲
」
に
、
以
下
の
記
載

が
あ
る
。

　
　
諒
輔
、
字
は
漢
儒
。
新
都
の
人
。
郡
の
五
官
檬
に
在
任
し
た
時
、

　
　
大
早
ば
つ
に
遭
い
、
雨
乞
い
を
し
て
も
雨
は
ま
っ
た
く
降
ら
な

　
　
い
。
そ
こ
で
、
諒
輔
は
み
ず
か
ら
祈
祷
し
は
じ
め
、
さ
ら
に
薪

　
　
も
集
め
て
天
に
告
げ
て
言
っ
た
、
「
雨
が
降
ら
な
い
な
ら
ば
、

　
　
願
わ
く
は
自
ら
焚
身
し
て
、
無
才
の
官
吏
の
替
わ
り
に
百
姓
に

　
　
謝
罪
す
べ
し
」
と
。
言
い
終
わ
っ
た
途
端
に
、
暴
雨
が
降
り
始
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め
た
。

　
こ
の
諒
輔
の
話
は
、
『
捜
神
記
』
巻
十
一
、
『
後
漢
書
』
巻
八
十
一

に
も
見
ら
れ
、
そ
の
焼
身
の
目
的
を
「
民
の
た
め
に
福
を
祈
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

し
て
い
る
。
ま
た
、
『
後
漢
書
』
巻
八
十
一
「
戴
封
伝
」
に
も
、
焼

身
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
　
戴
封
は
西
華
令
で
あ
る
。
あ
る
年
、
早
ば
つ
に
遭
い
、
封
は
祈

　
　
祷
し
雨
乞
い
を
し
た
が
、
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
。
封
は
、
つ
い

　
　
に
薪
を
集
め
て
そ
の
上
に
座
り
、
自
焚
し
よ
う
と
し
た
。
火
を

　
　
付
け
た
瞬
間
、
雨
が
降
り
始
め
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
民

　
　
衆
は
彼
に
敬
服
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
さ
ら
に
、
『
水
経
注
』
巻
二
十
一
は
、
「
張
明
府
祠
」
と
い
う
、
天

災
祈
祷
の
た
め
の
廟
を
紹
介
す
る
。

　
　
臨
武
の
張
烹
、
字
は
季
智
。
平
輿
令
に
在
任
し
た
時
、
旱
ば
つ

　
　
に
遭
い
、
烹
は
自
ら
雨
乞
い
を
し
た
も
の
の
、
雨
は
相
変
わ
ら

　
　
ず
降
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
薪
を
積
み
上
げ
て
自
焚
し
た
。

　
　
主
簿
の
侯
崇
、
小
吏
の
張
化
も
張
蕪
に
追
随
し
て
焼
身
し
た
。

　
　
天
霊
は
彼
ら
の
焼
身
行
為
に
感
鷹
し
、
直
ち
に
雨
を
降
ら
せ
た
。

　
　
此
こ
（
張
明
府
祠
）
は
張
烹
の
自
焚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
三
則
は
、
い
ず
れ
も
漢
代
の
出
来
事
で
あ
る
。
特
徴
と
し
て

は
、
地
方
の
官
僚
が
民
衆
の
た
め
に
、
君
主
の
替
わ
り
と
な
っ
て
、

天
帝
に
祈
祷
し
自
発
的
に
焼
身
し
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

上
古
時
代
と
異
な
り
、
天
帝
と
交
流
で
き
る
人
間
と
し
て
、
巫
士
や

帝
王
の
み
な
ら
ず
、
地
方
の
官
僚
も
そ
の
一
役
を
担
う
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
焚
に
よ
る
死
者
を
祀
っ
た
点
も
特
徴
で
あ

る
。
聖
職
者
の
み
が
巫
呪
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
間
の
自
発

的
な
祭
祀
活
動
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
儒
教

の
教
義
に
お
い
て
も
、
『
孟
子
』
「
告
子
上
」
で
は
、
「
生
を
捨
て
て

義
を
取
る
」
と
し
、
『
論
語
』
「
衛
霊
公
」
で
は
、
「
志
士
仁
人
は
生

を
求
め
て
以
て
仁
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成

す
こ
と
あ
り
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仁
義
」
の
た
め
に
身
を
捨

て
る
こ
と
は
美
徳
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
も
示
さ
れ
た
。
『
韓
詩
外

伝
」
は
さ
ら
に
、
比
干
の
殺
身
は
忠
を
成
し
、
柳
下
恵
の
殺
身
は
信

を
成
し
、
伯
夷
叔
齊
の
殺
身
は
廉
を
成
す
た
め
で
あ
る
と
し
、
彼
ら

の
行
為
は
決
し
て
生
き
る
こ
と
を
嫌
悪
す
る
の
で
は
な
く
、
大
き
な

理
念
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
儒
教
の
立
場

で
も
、
大
義
の
た
め
の
捨
身
は
、
理
由
な
く
身
体
を
殿
損
す
る
こ
と

と
は
異
な
る
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
時
代
の
焼
身
行
為
は
、
強
制

的
な
も
の
よ
り
も
自
発
的
な
も
の
が
多
く
、
民
衆
の
た
め
、
ま
た
は

大
義
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
が
多
い
。
焼
身
者
も
、
宗
教
色
の
薄

い
地
方
官
僚
が
加
わ
り
、
彼
ら
は
民
衆
の
代
表
と
自
認
し
た
上
で
、

強
い
自
己
犠
牲
の
意
志
の
も
と
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
雨
乞
い
な
ど
の
社
会
的
な
目
的
を
実
現
す
る
た

め
、
一
定
の
理
念
に
基
づ
き
、
焼
身
し
て
天
帝
や
神
に
身
を
捧
げ
る

こ
と
は
、
仏
教
伝
来
以
前
の
中
国
で
も
既
に
定
着
し
て
い
た
。
た
だ

し
、
こ
の
よ
う
な
「
生
け
賛
」
式
の
焼
身
は
、
教
理
根
拠
も
実
行
方

式
も
仏
教
的
焼
身
と
大
き
な
異
な
る
点
を
有
す
る
。
仏
教
が
伝
来
す

る
と
、
経
典
な
ど
に
書
か
れ
た
焼
身
供
養
を
含
む
捨
身
談
に
従
い
、

中
国
僧
は
焼
身
供
養
の
新
た
な
方
法
も
実
践
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）
　
仏
典
に
見
る
焼
身
供
養
の
根
檬

　
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
る
と
、
経
論
に
よ
っ
て
多
く
の
捨
身
談
が
紹

介
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
捨
身
行
為
は
、
自
利
利
他
の
大
乗

思
想
を
根
幹
と
し
、
衆
生
に
利
益
を
も
た
ら
す
た
め
、
さ
ら
に
は
自

ら
仏
道
を
成
就
す
る
た
め
に
、
菩
薩
行
の
一
環
と
し
て
修
行
僧
に
よ

っ
て
実
践
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
経
論
は
、
捨
身
供
養

の
実
践
に
理
論
的
根
櫨
を
提
供
し
、
求
法
の
信
心
を
い
っ
そ
う
強
化

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
中
に
は
、
『
金
光
明
経
』
「
捨
身
品
」
の
摩
詞
薩
垣
王
子
捨
身
飼
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

『
浬
葉
経
』
「
聖
行
品
」
の
雪
山
大
士
捨
身
聞
偶
、
『
大
智
度
論
』
「
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

初
品
中
舎
利
弗
因
縁
」
の
　
砒
王
割
肉
飼
鷹
、
『
月
光
菩
薩
経
」
の

　
　
　
　
　
　
ふ
　

月
光
天
子
捨
頭
な
ど
、
肉
身
の
一
部
や
全
体
を
燃
や
さ
ず
に
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

ま
ま
供
養
す
る
事
例
の
ほ
か
に
、
火
聚
に
投
身
し
た
り
、
肉
身
の
一

部
を
燃
や
し
て
供
養
す
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
『
一
切
智
光
明
仙
人
慈
心
因
縁
不
食
肉
経
』
に
よ
れ
ば
、
免
王
母

子
が
七
日
間
乞
食
で
き
な
か
っ
た
婆
羅
門
を
救
う
た
め
、
さ
ら
に
は

正
し
い
仏
法
を
久
住
さ
せ
る
た
め
に
、
火
聚
に
投
身
し
、
そ
の
肉
を

以
て
婆
羅
門
に
供
養
し
た
。
し
か
し
、
婆
羅
門
は
大
い
に
悲
し
み
、

「
未
來
永
劫
、
殺
生
せ
ず
、
肉
を
禁
食
す
る
」
と
い
う
誓
言
を
立
て
、

そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
免
王
母
子
と
同
じ
く
火
に
投
身
し
た
。
仏

は
こ
の
事
例
を
通
し
て
、
「
菩
薩
の
求
法
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
劫
を

経
て
、
身
命
を
惜
ま
ず
。
た
と
え
畜
生
の
身
に
な
る
も
、
常
に
仏
法

の
た
め
に
身
命
を
惜
ま
ず
。
火
坑
に
投
じ
て
、
身
を
以
て
供
養
す
れ

ば
、
た
だ
ち
に
九
百
萬
億
劫
の
生
死
の
罪
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
、

必
ず
無
量
の
諸
仏
よ
り
先
に
、
弥
勒
仏
よ
り
前
に
仏
道
を
成
就
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
焼
身
供
養
の
意
義
を
説
明
し
た
。

　
こ
の
免
王
母
子
の
焼
身
は
、
一
見
す
る
と
利
他
行
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
は
菩
薩
の
求
法
に
相
当
す
る
た
め
、
自
利
利
他
の
双
方
の

性
質
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
婆
羅
門
の
焼
身
は
、
自
分
の
誓
言

を
履
行
す
る
自
利
行
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
と
類
似
す
る
焼
身

　
　
　
　
　
　
お
　

談
が
、
『
月
蔵
経
』
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
ら
火
聚
に
入

り
、
他
人
に
供
養
す
る
こ
と
は
単
な
る
利
他
的
な
苦
行
で
は
な
く
、

第
一
義
忍
、
清
浄
平
等
を
修
得
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ソ

　
『
華
厳
経
』
「
入
法
界
品
」
に
も
、
善
財
童
子
が
求
道
修
業
の
旅
の

中
で
焼
身
し
た
事
例
が
あ
る
。
善
財
童
子
が
、
修
行
中
の
婆
羅
門
に

菩
薩
道
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
婆
羅
門
は
、
刀
山
に
登
り
火
聚
に
身
を

投
ず
れ
ば
、
菩
薩
諸
行
は
皆
な
悉
く
清
浄
な
る
と
答
え
た
。
善
財
童

子
は
婆
羅
門
の
話
に
大
い
に
疑
問
を
持
っ
た
が
、
結
局
、
諸
天
の
証

言
に
従
い
、
自
ら
刀
山
に
登
り
、
火
聚
に
身
を
投
じ
、
菩
薩
三
昧
を

得
た
の
で
あ
る
。

　
求
道
す
る
た
め
の
焼
身
は
、
自
利
行
と
み
て
よ
い
。
苦
行
を
重
ね
、

自
ら
菩
薩
道
を
得
、
そ
し
て
仏
道
を
成
就
す
る
の
が
そ
の
目
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
『
十
住
経
』
「
明
地
第
三
」
、
『
大
宝
積
経
』
「
護
国
菩
薩
会
」
な

ど
に
書
か
れ
た
焼
身
の
事
例
が
当
て
は
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
『
法
華
経
」
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
で
は
、
過
去
世
に
お
い
て
、
一

切
衆
生
喜
見
菩
薩
（
後
の
薬
王
菩
薩
）
は
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
、
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仏
に
供
養
を
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
菩
薩
は
さ
ま
ざ
ま
な

香
料
や
香
水
を
飲
み
、
香
油
を
身
に
塗
り
、
日
月
浄
明
徳
如
来
の
前

で
焼
身
供
養
を
し
た
。
こ
の
行
為
は
「
第
一
施
」
、
「
最
尊
最
上
」
の

布
施
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
切
衆
生
喜
見
菩
薩
が
、
再
び
日
月

浄
明
徳
如
来
の
国
に
転
生
し
、
仏
の
滅
度
に
遭
い
、
仏
塔
の
前
で
自

分
の
爾
習
を
燃
や
し
、
七
万
二
千
年
の
間
供
養
を
続
け
た
。
『
法
華

経
』
で
は
、
「
も
し
発
心
し
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
よ
う
と

す
れ
ば
、
能
く
手
の
指
な
い
し
足
の
指
を
燃
や
し
、
仏
塔
を
供
養
す

べ
し
。
国
城
妻
子
、
国
土
珍
宝
を
以
て
仏
に
供
養
す
る
こ
と
は
、
自

分
の
身
を
犠
牲
に
す
る
程
の
供
養
に
、
と
て
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ

る
」
と
薬
王
菩
薩
の
焼
身
供
養
を
高
く
評
価
し
た
。

　
こ
こ
で
書
か
れ
た
薬
王
菩
薩
の
焼
身
談
は
、
身
体
の
一
部
分
を
燃

や
し
て
供
養
す
る
方
法
を
、
尊
い
布
施
の
一
種
で
あ
る
と
し
、
菩
薩

の
利
他
行
の
極
致
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、
後
世
の
中
国
仏
教
界

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
劉
宋
時
代
の
成
立

と
さ
れ
る
『
梵
網
経
』
は
、
大
乗
戒
を
宣
揚
す
る
最
も
重
要
な
文
献

で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
焼
身
供
養
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　
僧
侶
は
ま
さ
に
先
に
大
乗
の
戒
律
を
学
び
、
そ
の
意
味
を
理
解

　
　
す
る
べ
し
。
新
学
の
菩
薩
が
遠
く
か
ら
大
乗
の
経
律
を
求
め
に

　
　
来
た
と
き
、
仏
法
に
従
い
、
焼
身
・
焼
腎
・
焼
指
の
よ
う
な
苦

　
　
行
を
宣
説
す
る
べ
し
。
若
し
諸
仏
を
焼
身
供
養
し
な
い
な
ら
ば
、

　
　
出
家
の
菩
薩
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
餓
虎
、
餓
狼
、
師
子
、

　
　
一
切
餓
鬼
に
し
て
も
、
悉
く
身
肉
、
手
足
を
捨
て
供
養
す
る
べ

　
　
晒
・

　
仮
に
、
『
梵
網
経
』
が
中
国
で
成
立
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
『
法
華
経
』

か
ら
受
け
た
影
響
は
相
当
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
六
世
紀
に
北
斉
の
那
連
提
耶
舎
が
訳
出
し
た
『
月
灯
三
昧

経
』
に
も
、
焼
腎
事
例
が
見
ら
れ
る
。
安
隠
徳
菩
薩
は
、
聞
法
す
る

た
め
に
、
仏
塔
の
前
に
立
ち
、
右
腎
を
燃
や
し
、
仏
に
供
養
し
た
。

こ
の
事
例
は
後
に
、
国
臼
o
N
讐
の
論
文
に
引
用
さ
れ
、
Ω
Φ
筥
9
が

説
い
た
「
焼
身
供
養
儀
礼
説
」
に
反
論
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た
。

　
『
首
樗
嚴
経
」
は
、
唐
代
の
天
竺
沙
門
般
刺
蜜
帝
の
訳
経
で
あ
る
。

望
月
信
亨
は
曽
て
、
当
経
は
『
梵
網
経
』
と
同
様
、
中
国
の
成
立
で

あ
る
と
し
た
。
『
首
樗
嚴
経
』
の
中
に
も
、
身
体
の
一
部
分
を
燃
焼

す
る
行
為
が
見
ら
れ
る
。

　
　
仏
の
滅
後
に
、
も
し
比
丘
が
、
発
心
し
て
三
昧
を
修
す
る
こ
と

　
　
を
決
心
し
、
能
く
仏
像
の
前
で
、
体
に
一
つ
の
仏
灯
を
燃
や
し
、

　
　
指
の
一
節
を
焚
焼
し
、
ま
た
体
に
一
つ
の
香
焼
を
焚
け
ば
、
無

　
　
始
よ
り
の
宿
債
は
た
だ
ち
に
酬
わ
れ
、
俗
世
や
煩
悩
か
ら
永
遠

　
　
に
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
比
丘
が
発
心
し
終
わ

　
　
っ
て
も
、
も
し
捨
身
行
為
を
行
わ
な
い
な
ら
ば
、
仏
果
を
得
た

　
　
と
し
て
も
、
必
ず
そ
の
宿
債
を
酬
う
た
め
、
再
び
輪
廻
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
で
あ
る
。

　
『
首
樗
嚴
経
』
で
は
、
焼
身
す
る
こ
と
は
仏
果
を
得
る
基
本
条
件

と
し
、
ま
た
、
体
に
仏
灯
を
燃
や
し
、
香
姓
を
焚
く
こ
と
を
も
焼
身

の
形
態
に
加
え
た
。
身
体
に
香
住
を
焚
く
点
か
ら
は
、
中
国
仏
教
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

で
か
つ
て
行
わ
れ
た
燃
頂
や
戒
疽
を
想
起
で
き
る
。
体
に
仏
灯
を
燃
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や
す
点
も
、
仏
典
に
記
載
さ
れ
た
「
千
灯
供
養
」
の
こ
と
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
千
灯
供
養
」
も
焼
身
供
養
の
一
種
で
あ
る
。
『
菩
薩
本
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

経
』
、
『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
、
『
賢
愚
経
』
な
ど
の
事
例
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
で
あ
る
国
王
は
、
教
え
を
聞
く
た
め
に
、
「
仏

灯
」
供
養
を
実
行
し
た
。
こ
の
過
程
は
非
常
に
惨
烈
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
鋭
器
で
体
に
一
千
個
の
鏡
状
の
穴
を
掘
り
、
酢
油
、
膏
油
な

ど
を
入
れ
、
さ
ら
に
灯
焼
を
付
け
て
燃
や
す
こ
と
を
「
仏
灯
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
。
そ
の
ほ
か
、
『
浬
繋
経
』
師
子
吼
菩
薩
品
で
も
「
千
灯
供
養
」

の
事
例
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
菩
薩
行
と
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
体
な
い
し
体
の
一
部
を
燃
や
し
て
、
仏
及

び
仏
塔
を
供
養
す
る
方
法
は
、
仏
典
に
数
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
菩
薩
行
と
し
て
賞
賛
さ
れ
、
真
実
の
教
え
を
得
る

た
め
の
必
須
手
段
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
決
し
て
、
焼
身
自
殺
や
自

害
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
特
徴
は
、
以
下
の
三
点
で
あ

る
。
第
一
に
、
実
行
者
の
求
道
す
る
信
心
が
深
い
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
発
心
し
た
う
え
で
聞
法
、
求
法
、
滅
罪
、
そ
し
て
護
法
の
た

め
に
焼
身
供
養
を
行
う
。
第
二
に
、
仏
塔
や
仏
像
の
前
に
て
焼
身
を

行
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
教
理
に
基
づ
く
実
践
の
↓
種
で
あ
り
、

布
施
行
の
極
致
か
つ
、
菩
薩
行
で
あ
る
と
示
す
。
第
三
に
、
焼
身
後

の
再
生
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
全
身
を
以
て
供
養
し
た
者
は

転
生
す
る
こ
と
が
で
き
、
身
体
の
一
部
を
供
養
し
た
者
は
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
そ
の
場
で
焚
焼
し
た
部
分
が
再
生
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。

二
　
焼
身
供
養
に
関
す
る
中
国
仏
教
の
諸
見
解

　
仏
典
に
み
ら
れ
る
焼
身
供
養
は
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
も
、
方
式

に
お
い
て
も
、
中
国
の
古
来
の
「
生
け
蟄
」
式
焼
身
行
為
と
は
異
な

る
。
焼
身
供
養
を
中
国
社
会
の
伝
統
と
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
る
か

は
、
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
当
初
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
。
焼
身

供
養
に
関
す
る
各
時
代
に
お
け
る
様
々
な
見
解
は
、
焼
身
供
養
の
中

国
化
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
三
部
僧
伝
の
見
解
、
義

浄
三
蔵
の
反
論
、
仏
骨
信
仰
に
よ
る
焼
身
供
養
、
唐
代
以
降
の
反
対

意
見
の
四
点
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
（
一
）
　
僧
伝
か
ら
見
た
焼
身
供
養

　
『
弘
明
集
」
に
収
録
さ
れ
た
宗
柄
の
『
明
仏
論
』
に
よ
れ
ば
、
儒

教
の
「
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
」
が
仏
典
の
提
唱
し
た
菩
薩
行

と
一
致
し
、
道
教
の
無
為
説
が
仏
教
の
浬
葉
に
相
当
し
、
釈
道
儒
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

三
教
の
教
え
方
は
異
な
る
も
の
の
、
求
め
る
も
の
は
同
じ
だ
と
し
た
。

さ
ら
に
宗
柄
は
、
神
滅
論
者
の
「
仏
教
の
焼
身
が
空
法
（
無
意
義
な

行
為
）
で
あ
る
」
と
い
う
異
議
に
対
し
て
、
真
実
の
道
理
は
「
神
」

を
陶
冶
す
る
こ
と
に
あ
り
、
「
形
」
の
存
亡
に
関
係
せ
ず
、
僧
侶
た

ち
の
焼
身
も
求
道
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
「
形
尽
神
不
滅
」
の
意

に
適
っ
て
い
る
と
し
て
、
当
時
の
仏
教
界
が
主
張
し
た
「
神
不
滅
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
以
て
反
論
し
た
。

　
大
量
の
仏
典
が
段
階
的
に
漢
訳
さ
れ
た
後
、
そ
れ
に
伴
う
仏
教
の
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捨
身
思
想
も
中
国
社
会
に
浸
透
し
始
め
た
。
一
部
の
僧
侶
は
仏
教
を

宣
揚
す
る
た
め
に
、
『
法
華
経
』
な
ど
の
焼
身
の
教
え
に
従
い
、
焼

身
供
養
の
実
践
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
。
『
梁
高
僧
伝
』
で
は
「
亡
身
」
、

『
続
高
僧
伝
』
と
『
宋
高
僧
伝
」
は
と
も
に
「
遺
身
篇
」
を
立
て
、

焼
身
行
為
を
含
む
中
国
僧
の
捨
身
事
績
を
取
り
上
げ
て
大
い
に
賞
賛

し
た
。
こ
こ
で
、
三
書
が
そ
れ
ぞ
れ
説
い
た
「
捨
身
」
へ
の
評
価
に

注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　

　
慧
絞
は
『
梁
高
僧
伝
』
「
亡
身
」
篇
の
末
尾
に
、
以
下
の
よ
う
に

記
し
た
。

　
　
『
法
華
経
』
は
、
手
足
の
指
を
燃
や
し
て
供
養
す
る
こ
と
が
、

　
　
国
城
を
以
て
布
施
す
る
こ
と
よ
り
は
る
か
に
す
ば
ら
し
い
と
言

　
　
う
。
出
家
の
凡
僧
は
普
通
、
身
の
威
儀
を
以
て
教
化
す
る
。
し

　
　
か
し
、
捨
身
行
為
は
体
を
損
殿
し
、
福
田
相
を
壊
す
こ
と
で
あ

　
　
り
、
得
失
両
面
か
ら
こ
れ
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
。
得
と
は
俗
身

　
　
を
忘
れ
、
失
と
は
戒
律
に
逆
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
龍
樹
菩
薩
が

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
『
大
智
度
論
』
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
新
行
菩
薩
が
行
っ
た
捨

　
　
身
行
為
は
完
全
無
欠
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
説
明
も
そ
の
意

　
　
味
で
あ
る
。
ま
た
仏
説
に
よ
れ
ば
、
肉
身
に
は
八
万
の
虫
が
寄

　
　
生
し
て
お
り
、
安
易
な
る
焼
身
は
殺
虫
の
罪
を
も
問
わ
れ
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
他
人
の
た
め
に
焼
身
供
養
す
る
こ
と
は
別
と
し
て
、

　
　
生
死
を
断
じ
、
浬
繋
を
求
め
る
た
め
に
は
、
焼
身
が
必
ず
し
も

　
　
唯
一
の
方
法
で
は
な
い
。
世
の
中
の
凡
夫
は
形
寿
を
全
う
し
て

　
　
仏
法
を
実
践
す
る
こ
と
さ
え
も
知
ら
ず
、
正
し
く
捨
身
供
養
を

　
　
行
う
こ
と
も
当
然
知
る
は
ず
が
な
い
。
さ
ら
に
、
名
誉
の
た
め

　
　
に
焼
身
す
る
者
も
存
在
し
、
こ
れ
は
真
の
焼
身
供
養
で
は
な
い
。

　
慧
咬
は
、
焼
身
行
為
が
仏
説
で
あ
る
と
肯
定
し
た
反
面
、
出
家
の

凡
僧
に
と
っ
て
は
、
安
易
に
行
う
べ
き
行
為
で
は
な
く
、
戒
律
を
破

る
可
能
性
も
あ
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
仏
法
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、

他
人
の
た
め
、
仏
法
の
た
め
に
献
身
す
る
こ
と
は
賞
賛
す
べ
き
で
あ

る
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
道
宣
の
『
唐
高
僧
伝
』
「
遺
身
篇
」
の
「
論
」
の
要
点
は
、
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
義
の
た
め
の
捨
身
は
、
古

来
、
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
仏
典
に
基
づ
く
正
し
い
捨
身
行
は
、
仏
の

教
え
を
よ
く
実
践
し
、
像
末
時
代
の
人
々
の
願
い
を
か
な
え
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
修
行
が
足
り
ず
、
妄
り
に
捨
身
を
行
う
よ
り
も
、

仏
典
を
請
持
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
凡
心
で
聖
道
を
図
る
な
ら
ば
、
か

え
っ
て
迷
い
に
落
ち
る
。
捨
身
に
し
て
、
全
身
に
し
て
、
権
行
に
し

て
、
実
行
に
し
て
、
と
も
に
仏
の
教
化
を
顕
わ
し
、
同
じ
く
仏
の
理

念
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
道
宣
は
、
捨
身
の
正
当
性
を
認
め
て
い
た
も
の
の
、
実
行
者
の
素

質
に
よ
っ
て
は
、
か
え
っ
て
愚
行
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
た
。
さ

ら
に
、
大
小
二
乗
の
教
え
、
権
実
二
門
の
行
い
は
同
じ
く
仏
の
理
念

に
通
じ
て
い
る
た
め
、
捨
身
は
実
践
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ

る
と
い
う
折
中
的
立
場
を
示
し
、
捨
身
行
為
は
「
戒
律
に
従
え
ば
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

羅
夷
罪
に
相
当
し
、
情
理
に
論
ず
れ
ば
最
上
の
布
施
行
で
あ
る
」
と

定
義
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
賛
寧
の
『
宋
高
僧
伝
』
「
遺
身
篇
」
の
「
論
」
は
、
捨
身
を
め
ぐ

る
儒
仏
二
教
の
教
え
の
異
同
を
中
心
に
論
じ
た
。
許
由
は
耳
を
洗
い
、
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舜
か
ら
の
禅
譲
を
受
け
な
か
っ
た
。
屈
原
は
濁
世
か
ら
離
脱
す
る
た

め
、
石
を
抱
き
江
に
投
じ
た
。
彼
ら
の
行
為
は
儒
教
の
教
え
に
背
い

た
も
の
の
、
仏
教
の
教
え
と
は
非
常
に
近
い
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
で

は
、
仏
は
衆
生
の
た
め
に
体
や
命
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、

儒
者
が
説
い
た
「
父
母
か
ら
受
く
体
は
、
敢
て
殿
傷
せ
ざ
る
」
と
い

う
思
想
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
捨
身
行
為
は
真
実
の
修
行
で
あ

り
、
最
上
の
布
施
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
三
つ
の
点
か
ら
捨

身
の
正
当
性
を
示
し
た
。
第
一
に
、
捨
身
は
菩
薩
行
、
利
他
行
で
あ

り
、
修
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
発
心
し
て
捨
身
を
行
う

者
（
初
心
者
を
含
む
）
に
は
必
ず
善
業
が
報
わ
れ
る
。
第
三
に
、
捨

身
は
大
乗
の
作
法
で
あ
り
、
義
浄
三
蔵
の
捨
身
批
判
は
小
乗
に
す
ぎ

な
い
と
し
た
。

　
賛
寧
は
、
慧
咬
や
道
宣
の
捨
身
慎
重
説
と
異
な
り
、
捨
身
行
為
を

全
面
的
に
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
二
三
「
景
超
伝
」

の
末
尾
に
、
「
燃
指
、
断
肱
は
捨
身
の
方
便
行
で
は
あ
る
が
、
像
末

時
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
さ
え
も
実
行
し
難
い
も
の
と
な
っ
た
。
ゆ

え
に
、
そ
の
意
義
は
捨
身
と
同
じ
で
あ
る
」
と
す
る
。
部
分
的
捨
身

は
全
身
の
棄
捨
と
同
様
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
い
う
説
は
、
従
来

に
は
な
い
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
三
部
の
僧
伝
は
、
約
二
十
の
焼
身
供
養
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
い

た
。
そ
の
特
徴
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
の
焼
身
・

燃
指
、
燃
腎
は
、
い
ず
れ
も
『
法
華
経
』
の
薬
王
菩
薩
の
焼
身
供
養

に
習
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
焼
身
供
養
の
場
所
や
方
式
は
多
様
で
あ

る
。
第
三
に
、
随
喜
の
功
徳
を
積
む
た
め
に
、
盛
大
に
行
い
、
周
囲

の
民
衆
に
公
開
す
る
。

　
僧
伝
に
記
載
さ
れ
た
当
時
の
中
国
僧
の
焼
身
供
養
の
実
践
は
、
そ

の
根
本
に
あ
る
理
念
は
仏
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド

の
僧
侶
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
中
国
仏
教
特
有
の
現
象
だ
と

思
わ
れ
る
。
特
に
、
唐
代
以
降
で
は
、
焼
身
供
養
に
つ
い
て
、
実
行

慎
重
論
か
ら
実
行
推
奨
論
へ
と
発
展
し
、
そ
の
目
的
や
方
式
は
さ
ら

に
拡
大
さ
れ
、
一
層
中
国
化
し
た
と
言
え
る
。

　
（
二
）
　
義
浄
三
蔵
の
反
論
と
そ
の
影
響

　
前
述
し
た
三
部
の
僧
伝
は
、
焼
身
供
養
を
認
め
る
方
針
を
採
っ
た

が
、
中
国
の
仏
教
界
に
は
焼
身
供
養
に
反
対
す
る
意
見
も
存
在
し
た
。

　
唐
の
義
浄
は
、
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
巻
四
に
「
焼
身
不
合
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
傍
人
獲
罪
」
の
二
項
を
立
て
、
焼
身
供
養
の
非
を
呈
示
し
た
。
そ

の
要
旨
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
焼
身
供
養
に
つ
い
て
、
仏
典
で
は
「
も
し
人
が
発
心
す

れ
ば
」
と
し
て
お
り
、
出
家
者
と
は
し
て
い
な
い
。
『
法
華
経
』
「
薬

王
品
」
の
衆
生
喜
見
菩
薩
も
、
出
家
者
で
は
な
く
、
俗
人
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
焼
身
供
養
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
出
家
者
は
、

戒
律
に
よ
り
焼
身
供
養
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
出
家
者
は
、
応
に
戒
律
を
堅
く
守
り
、
父
母
・
師
長
・

国
王
・
施
主
の
四
恩
に
報
い
、
禅
定
を
修
し
、
三
界
の
生
死
か
ら
の

離
脱
を
目
標
に
す
べ
き
で
あ
る
。
出
家
者
が
安
易
に
焼
身
供
養
を
行

う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
殺
の
罪
と
し
て
違
戒
に
相
当
す
る
。

　
第
三
に
、
例
外
と
し
て
、
菩
薩
行
を
行
う
場
合
に
は
、
戒
律
に
よ
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っ
て
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。

　
第
四
に
、
数
人
が
結
ん
で
、
と
も
に
焼
身
供
養
を
す
る
こ
と
も
適

切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
他
の
修
行
者
に
焼
身
を
勧
め
る
こ
と

は
、
戒
律
を
破
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
義
浄
の
説
は
、
宋
代
天
台
の
従
義
に
よ
り
論
破
さ
れ
た
ほ
か
、
宋

の
律
僧
元
照
に
よ
っ
て
も
反
対
さ
れ
た
。
『
四
分
律
行
事
妙
資
持
記
』

　
　
　
　
ゆ
　

巻
中
一
下
に
よ
れ
ば
、
元
照
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
出
家
比
丘
は
焼
身
供
養
で
き
な
い
と
い
う
義
浄
の
説
は
、
大
小

　
　
二
乗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
や
、
教
授
の
方
法
が
異
な
る
点
を
無

　
　
視
し
た
謬
説
で
あ
る
。
大
小
二
乗
の
教
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意

　
　
味
や
目
的
を
有
し
て
い
る
の
で
、
片
方
に
固
執
す
る
必
要
が
な

　
　
い
。
天
台
の
湛
然
は
、
「
小
乗
戒
に
従
え
ば
、
焼
身
を
禁
止
す

　
　
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
大
乗
戒
を
実
行
す
る
た
め
の
焼
身

　
　
は
、
相
当
に
困
難
で
あ
る
」
と
説
く
。
今
、
こ
の
説
に
従
い
焼

　
　
身
供
養
を
さ
ら
に
三
類
に
分
け
る
。
第
一
に
、
在
家
の
信
者
や

　
　
戒
を
受
け
て
い
な
い
者
の
場
合
、
そ
の
焼
身
供
養
は
、
「
薬
王

　
　
品
」
に
説
く
種
々
の
利
益
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
梵
網
菩

　
　
薩
戒
を
受
け
た
者
の
場
合
、
焼
身
供
養
は
『
梵
網
経
』
の
教
え

　
　
と
一
致
し
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
小
乗
比
丘

　
　
戒
を
単
受
し
た
者
の
場
合
、
焼
身
供
養
は
違
戒
で
あ
り
、
行
わ

　
　
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
第
三
に
、
大
小
戒
を
兼
受
し
た
者
の
場

　
　
合
、
出
家
菩
薩
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
焼
身
供
養
は
認
め
ら
れ

　
　
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
類
す
れ
ば
、
義
浄
の
よ
う
な

　
　
一
説
に
執
着
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
名
利
の

　
　
た
め
に
焼
身
供
養
を
行
う
者
も
存
在
す
る
。
彼
ら
が
行
っ
た
焼

　
　
身
は
悪
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
善
業
に
は
な
ら
な
い
。
彼
ら

　
　
の
存
在
に
よ
っ
て
、
義
浄
の
批
判
も
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

　
元
照
か
ら
見
れ
ば
、
義
浄
の
説
は
小
乗
戒
律
を
中
心
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
大
乗
の
意
を
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
湛
然
が
解
釈
し
た
よ

う
に
、
焼
身
供
養
は
、
大
小
二
乗
の
相
違
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
宋
の
道
誠
も
、
焼
身
供
養
を
批
判
し
た
。
彼
は
『
釈
氏
要
覧
』
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

中
に
「
捨
身
」
の
一
項
を
立
て
、
『
十
住
断
結
経
』
の
物
語
を
引
き
、

焼
身
に
よ
る
滅
罪
は
仏
の
教
え
に
合
わ
ず
、
ま
た
、
人
に
捨
身
を
勧

め
る
者
は
、
戒
律
に
よ
り
波
羅
夷
の
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
し
た
。

　
道
誠
の
説
は
、
義
浄
の
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
巻
四
に
あ
る
「
傍

人
獲
罪
」
の
意
を
補
充
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
、

従
義
は
『
梵
網
経
』
の
意
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
た
。

　
（
三
）
　
長
安
法
門
寺
の
仏
骨
信
仰
に
伴
う
焼
身
供
養
の
影
響

　
『
宋
高
僧
伝
』
の
編
者
で
あ
る
賛
寧
は
、
慧
咬
や
道
宣
の
捨
身
慎

重
説
と
は
異
な
り
、
捨
身
行
為
を
全
面
的
に
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
背
景
は
国
家
の
仏
教
政
策
や
仏
教
の
世
俗
化
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
長
安
の
法
門
寺
の
事
例
を
中
心
に
説
明
し
た
い
。

　
宋
の
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
四
十
唐
記
五
十
六
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
（
八
一
八
年
の
）
十
↓
月
、
功
徳
使
が
、
「
鳳
翔
の
法
門
寺
の
塔

　
　
に
仏
骨
指
骨
が
あ
り
、
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
三
十
年
に

　
　
一
度
開
帳
す
れ
ば
、
そ
の
年
は
即
ち
歳
豊
民
安
と
な
る
た
め
、
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来
年
は
仏
骨
を
迎
え
て
開
帳
す
べ
し
」
と
上
奏
し
た
。
十
二
月

　
　
の
庚
戌
朔
に
、
憲
宗
は
中
使
を
遣
わ
し
、
僧
衆
を
ひ
き
い
て
仏

　
　
骨
を
迎
え
た
。
（
中
略
）
八
一
九
年
の
春
、
中
使
は
仏
骨
を
迎

　
　
え
て
京
師
に
戻
っ
た
。
憲
宗
は
、
禁
中
に
留
ま
る
こ
と
三
日
の

　
　
後
、
乃
ち
諸
寺
に
歴
送
し
た
。
王
侯
や
士
民
は
、
腱
奉
し
て
喜

　
　
捨
布
施
を
し
た
。
中
に
は
、
財
産
を
尽
く
し
て
布
施
に
充
て
る

　
　
者
や
、
腎
や
頂
に
香
を
燃
し
て
供
養
す
る
者
も
い
る
。
刑
部
侍

　
　
郎
の
韓
愈
は
、
上
表
し
て
諌
め
た
。

　
こ
れ
は
、
唐
代
に
行
わ
れ
た
仏
骨
供
養
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

唐
代
に
は
、
仏
教
の
信
仰
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
り
、
国
家
の
安
泰
を

祈
る
た
め
に
、
長
安
郊
外
の
法
門
寺
に
あ
る
仏
舎
利
を
天
子
が
自
ら

禁
中
に
迎
え
入
れ
、
さ
ら
に
長
安
の
各
寺
院
に
も
し
ば
ら
く
の
間
供

養
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
熱
狂
的
な
信
者
は
、
財
産
だ
け
の
布
施
の

み
に
留
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
焼
身
供
養
を
も
行
っ
た
。
そ
の
時
、
韓

愈
は
「
論
仏
骨
表
」
を
奉
り
、
民
衆
の
「
焚
頂
焼
指
」
や
「
断
腎
衡

身
」
の
行
為
は
風
紀
を
害
し
た
と
批
判
し
、
帝
王
が
蛮
夷
の
学
で
あ

る
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
も
不
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
、
率
先
し
て

仏
骨
供
養
に
反
対
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
天
子
の
仏
教
信
仰

を
批
判
し
た
た
め
、
韓
愈
は
遠
く
南
方
の
潮
州
へ
左
遷
さ
れ
た
。

　
仏
骨
の
供
養
を
国
家
事
業
の
一
環
と
し
た
唐
代
で
は
、
法
門
寺
に

お
け
る
三
十
年
に
↓
度
と
さ
れ
て
い
た
開
帳
が
六
回
以
上
も
行
わ
れ

た
。
そ
し
て
、
仏
骨
を
供
養
す
る
た
め
の
焼
身
行
為
は
、
当
然
の
こ

と
と
し
て
国
に
よ
っ
て
黙
螺
さ
れ
て
い
た
。

　
唐
の
道
世
の
『
法
苑
珠
林
』
に
よ
れ
ば
、
六
三
一
年
、
太
宗
が
、

法
門
寺
を
修
繕
す
る
よ
う
に
命
じ
た
際
、
仏
骨
の
塔
を
開
い
た
と
こ

ろ
、
舎
利
の
光
り
が
現
れ
た
の
で
、
こ
れ
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
は
、
「
焼
頭
煉
指
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
唐
の
道
宣
の
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
に
よ
れ
ば
、
六
五
九
年
の

九
月
、
智
募
、
弘
静
両
僧
は
、
高
宗
の
た
め
に
、
法
門
寺
に
て
仏
骨

を
迎
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
、
智
珠
は
燃
腎
供
養
し
、
仏
骨
を
迎

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
唐
代
に
お
い
て
第
一
回
目

と
な
る
正
式
な
開
帳
が
行
わ
れ
た
。

　
則
天
武
后
の
時
代
に
下
る
と
、
華
厳
宗
の
法
蔵
も
、
国
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
門
寺
で
仏
骨
を
迎
え
た
。
新
羅
の
崔
致
遠
の
『
法
蔵
和
尚
伝
』
に

よ
れ
ば
、
法
蔵
は
十
六
歳
の
時
、
法
門
寺
の
舎
利
塔
の
も
と
で
、
一

本
の
指
を
燃
や
し
、
仏
を
供
養
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
則
天

武
后
の
命
令
を
受
け
、
法
門
寺
で
仏
骨
を
迎
え
た
た
め
、
二
回
目
の

開
帳
が
行
わ
れ
た
。
当
時
の
民
衆
の
中
に
は
、
仏
骨
を
供
養
す
る
た

め
に
、
財
物
布
施
の
ほ
か
、
燃
頂
し
て
燃
指
す
る
者
も
い
た
。

　
後
の
会
昌
の
滅
仏
に
際
し
、
武
宗
は
八
四
四
年
の
三
月
に
詔
を
下

し
、
法
門
寺
な
ど
の
仏
骨
の
供
養
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
、
一
銭
で
も

供
養
す
れ
ば
、
体
に
二
十
回
の
杖
刑
を
与
え
る
と
い
う
法
令
も
作
っ

た
。
し
か
し
、
武
宗
の
弟
で
あ
る
諮
宗
が
即
位
す
る
と
、
仏
骨
の
供

養
は
再
開
さ
れ
、
唐
代
に
お
い
て
最
大
規
模
と
も
い
わ
れ
る
仏
骨
供

養
が
行
わ
れ
た
。
唐
の
蘇
鴉
の
『
杜
陽
雑
編
」
の
巻
下
に
よ
れ
ば
、

八
七
三
年
の
春
に
、
諮
宗
は
臣
下
の
反
対
を
顧
み
ず
、
仏
骨
供
養
を

敢
行
し
た
。
そ
し
て
、
金
銀
財
宝
を
以
て
、
宝
帳
や
香
車
を
飾
り
、

一
万
隊
の
儀
侯
も
出
動
さ
せ
た
。
四
月
八
日
に
、
仏
骨
が
長
安
に
入
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り
、
民
衆
の
熱
も
頂
点
に
達
し
た
。
左
腕
を
戯
断
し
、
一
歩
一
礼
に

し
て
供
養
を
行
う
兵
士
な
ど
、
こ
の
よ
う
に
捨
身
供
養
す
る
者
が
無

数
に
あ
ら
わ
れ
た
。
あ
る
僧
は
、
燃
頂
供
養
を
行
う
は
ず
で
あ
っ
た

が
、
痛
み
に
耐
え
ら
れ
ず
、
民
衆
に
よ
っ
て
道
中
に
押
さ
つ
け
ら
れ

な
が
ら
燃
頂
が
行
わ
れ
、
そ
の
凄
ま
じ
い
様
子
は
悲
惨
な
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
諮
宗
は
三
ヶ
月
後
に
死
亡
し
、
仏
骨
供
養
は
効
を

奏
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
法
門
寺
に
お
け
る
仏
骨
供
養
の
焼
身
行
為
は
、
唐
代
以
降
も
続
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

た
。
『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
三
「
息
塵
伝
」
に
よ
れ
ば
、
仏
典
を
供
養

す
る
た
め
に
六
本
以
上
の
指
を
す
で
に
燃
や
し
た
五
代
の
僧
の
息
塵

は
、
法
門
寺
の
仏
骨
を
詣
で
る
と
き
、
さ
ら
に
燃
指
し
供
養
し
た
。

法
門
寺
に
現
存
す
る
金
代
の
石
碑
に
は
、
僧
侶
法
爽
が
法
門
寺
で
焼

身
供
養
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
法
爽
は
、
一
一
四
九
年
に
生

ま
れ
、
十
六
歳
で
戒
を
受
け
た
。
一
一
八
一
年
、
法
門
寺
の
仏
骨
塔

を
参
拝
し
、
『
法
華
経
』
「
薬
王
品
」
に
従
い
、
「
千
灯
供
養
」
を
行

っ
た
。
一
二
〇
八
年
三
月
八
日
よ
り
、
法
爽
は
「
真
法
供
養
」
を
行

う
た
め
に
、
法
門
寺
で
水
陸
法
会
や
加
持
道
場
を
開
き
、
民
衆
と
様
々

な
供
養
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
三
月
十
七
日
の
深
夜
、
数
万
の
民
衆

が
寺
に
集
ま
り
、
そ
の
焼
身
供
養
を
拝
観
し
よ
う
と
し
た
。
法
爽
は

壇
に
登
り
、
巨
燭
の
間
に
立
ち
、
合
掌
し
七
仏
通
偶
を
唱
え
て
、
焼

身
供
養
を
し
た
。
さ
ら
に
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
も
、
護
法
の

た
め
の
焼
身
供
養
が
行
わ
れ
て
い
た
。
文
化
大
革
命
の
始
ま
っ
た
一

九
六
六
年
、
紅
衛
兵
ら
は
、
寺
院
を
腐
敗
文
化
と
し
、
各
地
で
寺
院

の
破
壊
活
動
を
繰
り
返
し
た
。
当
時
の
法
門
寺
住
職
で
あ
る
良
卿
法

師
（
一
八
九
五
ー
一
九
六
六
）
は
、
紅
衛
兵
ら
に
よ
る
法
門
寺
破
壊

を
阻
止
す
る
た
め
に
、
焼
身
供
養
を
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
門
寺

の
地
宮
は
紅
衛
兵
の
破
壊
か
ら
免
れ
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
釈
迦
牟
尼

の
舎
利
も
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
法
門
寺
に
は
仏
骨
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
た
あ
、
修
行
者
に
と
っ
て

は
、
布
施
供
養
の
絶
好
の
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
唐
代
で
は
、
国

家
中
心
の
仏
骨
供
養
も
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
焼
身
供
養
と
い
う
、

本
来
は
僧
侶
が
為
す
べ
き
供
養
法
は
、
次
第
に
庶
民
に
ま
で
浸
透
し
、

妄
り
に
焼
身
供
養
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
焼
身
供
養
は
本
来
、
安

易
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
高
度
な
仏
教
教
理
を
悟
得
し
た
と

の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
唐
代
以
降
に
み
ら
れ
た
僧
侶
や
民
衆
に
よ

る
安
易
な
燃
指
や
焼
身
は
、
後
に
、
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
、
社
会
全

体
か
ら
も
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
焼
身
供
養
に
関
す
る
唐
代
以
降
の
反
対
意
見

　
前
述
の
よ
う
に
、
慧
絞
の
『
高
僧
伝
』
や
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』

は
、
焼
身
供
養
を
賞
賛
し
た
反
面
、
実
行
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ

と
し
た
。
賛
寧
の
『
宋
高
僧
伝
』
は
、
焼
身
供
養
を
大
乗
の
布
施
で

あ
る
と
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
、
部
分
的
捨
身
は
全
身
の
棄
捨
と
同

様
に
大
き
な
意
義
を
有
す
る
と
し
、
後
世
の
焼
身
供
養
に
新
し
い
定

義
を
示
し
た
。
さ
ら
に
仏
教
の
世
俗
化
に
よ
り
、
一
般
の
民
衆
た
ち

も
焼
身
供
養
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
焼

身
行
為
を
嫌
悪
し
、
杜
絶
し
よ
う
と
い
う
意
見
も
み
ら
れ
た
。

　
仏
教
界
に
お
け
る
焼
身
供
養
の
批
判
は
、
戒
律
違
反
の
有
無
、
及
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び
供
養
行
為
の
成
否
の
二
点
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
仏
教
界
の
ほ

か
、
各
時
代
の
当
世
者
の
中
に
も
、
社
会
風
紀
を
乱
す
な
ど
の
理
由

か
ら
、
焼
身
行
為
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
み
ら
れ
た
。
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

武
一
周
」
の
法
難
の
時
期
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
中
原
以
外
の
遼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

国
で
さ
え
、
焼
身
禁
止
の
勅
令
を
出
た
の
で
あ
る
。

　
宋
の
岳
珂
の
『
梶
郷
録
』
巻
六
の
「
仙
釈
異
教
之
禁
」
に
よ
れ
ば
、

一
一
一
五
年
、
僧
俗
が
燃
頂
・
煉
腎
・
刺
血
・
断
指
な
ど
の
捨
身
行

為
を
頻
繁
に
行
っ
た
の
で
、
官
僚
は
再
三
そ
れ
ら
を
阻
止
し
た
が
、

阻
止
し
き
れ
な
か
っ
た
た
め
、
社
会
問
題
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
有

識
者
は
天
子
に
上
奏
し
、
捨
身
行
為
を
禁
止
す
る
法
令
を
作
る
よ
う

に
要
請
し
た
。
後
に
、
天
子
は
法
令
を
作
っ
て
詔
を
下
し
、
身
体
の

殿
損
は
、
社
会
の
風
紀
を
乱
し
、
捨
身
行
為
は
蛮
夷
の
教
え
で
あ
る

た
め
、
中
国
は
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。

　
つ
ま
り
、
僧
俗
が
捨
身
行
為
を
頻
繁
に
行
っ
た
結
果
、
本
来
有
す

る
聖
な
る
意
義
は
薄
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
々

し
い
流
血
の
場
面
や
悲
惨
な
光
景
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
当
世
者

は
、
仏
教
の
信
仰
と
は
関
係
な
く
、
過
激
な
捨
身
行
為
の
取
締
り
を

始
め
た
の
で
あ
る
。

　
明
の
株
宏
の
『
正
読
集
』
に
は
、
「
活
焚
」
の
一
項
が
見
ら
れ
、

当
時
の
僧
俗
が
妄
り
に
行
っ
た
焼
身
供
養
の
実
態
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
魔
人
が
油
を
注
ぎ
、
薪
を
集
め
、
肉
身
を
生
き
た
ま
ま
焚
焼
す

　
　
る
。
見
る
者
は
大
い
に
驚
嘆
し
、
こ
れ
で
仏
道
を
得
た
と
思
っ

　
　
た
。
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
凡
人
に
は
執
着
心
が
あ
り
、

　
　
魔
は
こ
の
中
か
ら
生
じ
た
。
焼
身
を
素
晴
ら
し
い
こ
と
と
し
、

　
　
魔
が
心
に
入
り
、
知
ら
ぬ
間
に
火
中
に
座
り
、
魔
の
働
き
に
よ

　
　
っ
て
、
し
ば
ら
く
は
恐
怖
を
感
じ
な
い
。
し
か
し
、
魔
の
働
き

　
　
が
消
え
れ
ば
、
気
絶
し
、
そ
の
苦
痛
は
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ

　
　
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
転
生
し
て
も
、
常
に
火
中
の
横
死
鬼

　
　
と
な
る
。
薬
王
菩
薩
の
焼
身
は
、
魔
人
の
焼
身
と
は
、
雲
泥
の

　
　
差
が
あ
る
。
薬
王
菩
薩
が
焼
身
し
た
時
、
そ
の
光
り
は
十
方
に

　
　
遍
照
す
る
が
、
魔
人
は
全
く
こ
れ
に
及
ば
な
い
。

　
株
宏
か
ら
見
れ
ば
、
妄
り
に
行
わ
れ
た
焼
身
行
為
は
、
薬
王
品
に

書
か
れ
た
真
法
供
養
で
は
な
く
、
魔
人
の
仕
業
で
あ
る
活
焚
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
、
当
時
の
僧
俗
が
仏
典
の
正
義
を
知
ら
ず
に
行
っ
た

こ
の
種
の
焼
身
行
為
を
厳
し
く
批
判
し
た
。

　
明
の
謝
肇
澗
の
『
五
雑
組
』
巻
八
の
中
に
、
僧
侶
の
焼
身
を
批
判

す
る
記
事
が
三
つ
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
ま
ず
、
仏
徒
の
焼
身
は
、

清
ら
か
な
行
為
で
は
な
く
、
人
の
信
頼
を
得
る
た
め
に
、
火
と
い
う

手
段
を
用
い
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
僧
侶
の
焼
身
に

つ
い
て
、
人
の
布
施
を
騙
す
目
的
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
七
割
が
虚

言
で
あ
っ
て
、
本
当
に
実
行
し
た
も
の
は
三
割
に
過
ぎ
な
い
。
実
行

者
の
う
ち
、
そ
の
九
割
は
利
益
の
た
め
で
あ
り
、
残
る
一
割
が
名
誉

の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
本
来
の
教
え
と
は
異
な
る
。

　
名
利
の
み
を
求
め
る
焼
身
行
為
は
、
民
衆
の
大
き
な
不
信
感
を
招

い
た
。
そ
も
そ
も
焼
身
供
養
は
、
仏
智
に
基
づ
き
自
己
を
犠
牲
に
す

る
菩
薩
行
で
あ
り
、
社
会
か
ら
名
誉
や
金
銭
を
得
る
た
め
の
行
為
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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三
　
中
国
天
台
に
お
け
る
焼
身
供
養

　
中
国
仏
教
の
焼
身
に
よ
る
雨
乞
い
は
、
宋
代
以
降
に
多
く
見
ら
れ

た
。
こ
の
方
法
を
中
国
仏
教
に
は
じ
め
て
取
り
入
れ
た
の
は
、
天
台

宗
の
僧
侶
た
ち
で
あ
っ
た
。
『
法
華
経
』
を
最
高
経
典
と
す
る
中
国

天
台
宗
で
は
、
教
理
を
精
析
し
た
ほ
か
、
仏
教
的
な
実
践
も
積
極
的

に
行
う
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
教
行
隻
修
の
仏
教
宗
派
で
あ
る
。
従
っ
て
、

教
行
両
面
か
ら
当
然
の
如
く
、
「
薬
王
品
」
の
捨
身
説
を
高
く
評
価

し
て
解
釈
し
、
新
た
な
焼
身
供
養
を
も
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
章
で
は
、
中
国
天
台
に
お
け
る
「
薬
王
品
」
に
関
す
る
見

解
、
焼
身
乞
雨
の
由
来
、
焼
身
供
養
の
事
例
の
三
点
に
つ
い
て
論
じ

た
い
。

　
（
一
）
　
『
法
華
経
』
「
薬
王
品
」
に
関
す
る
中
国
天
台
の
見
解

　
天
台
宗
の
二
祖
・
章
安
潅
頂
が
撰
述
し
た
『
天
台
智
者
大
師
別
伝
』

に
よ
れ
ば
、
天
台
宗
の
開
祖
智
顕
は
、
若
い
時
に
『
法
華
経
』
の
読

諦
に
務
め
、
二
七
日
を
経
て
、
「
薬
王
品
」
の
「
諸
佛
同
讃
、
是
真

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

精
進
、
是
名
真
法
供
養
」
の
一
句
に
至
り
、
身
心
は
と
も
に
舘
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
て
法
華
三
昧
に
入
り
、
『
法
華
経
』
の
真
意
を
悟
入
し
た
。
薬
王

菩
薩
の
焼
身
供
養
の
精
神
、
第
一
布
施
の
行
為
に
よ
っ
て
開
悟
し
た

智
顕
は
、
後
に
『
法
華
経
」
の
注
釈
書
『
法
華
文
句
』
を
著
し
、

「
真
法
供
養
」
の
意
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
真
法
供
養
と
は
、
内
心
に
智
観
を
用
い
、
身
に
あ
る
煩
悩
の
因

　
　
果
を
観
想
し
、
す
べ
て
空
慧
を
以
て
煩
悩
を
払
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
能
供
の
身
・
火
、
所
供
の
仏
は
、
み
な
実
相
不
可
得
な
り
と
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
ず
る
か
ら
こ
そ
、
真
法
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
智
顕
は
薬
王
菩
薩
の
焼
身
供
養
に
つ
い
て
、
単
に
皮
相
的
に
捉
え

る
な
ら
ば
、
『
法
華
経
』
の
本
意
を
曲
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
、

苦
行
か
つ
供
養
で
も
あ
る
焼
身
は
必
ず
智
観
や
空
慧
を
伴
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　
天
台
宗
の
六
祖
・
荊
渓
湛
然
は
、
『
法
華
文
句
記
』
の
中
で
、
智

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

顎
の
説
を
さ
ら
に
注
釈
し
、
そ
の
要
旨
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

　
　
焼
身
が
真
法
と
言
え
る
の
は
、
内
観
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
不

　
　
二
の
観
を
以
て
不
二
の
境
を
観
想
す
れ
ば
、
不
二
の
行
を
成
し
、

　
　
不
二
の
空
を
得
る
。
こ
の
よ
う
な
観
を
作
る
時
、
苦
は
法
界
で

　
　
あ
り
、
見
聞
す
る
者
に
は
皆
な
利
益
が
生
じ
る
。
内
観
が
樹
立

　
　
さ
れ
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
修
行
し
て
も
無
益
で
あ
る
。
正
し
い

　
　
焼
身
供
養
は
、
必
ず
内
に
理
観
が
あ
り
、
外
に
願
心
が
あ
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
苦
行
と
智
観
の
ど
ち
ら
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

　
　
い
も
の
で
あ
る
。

　
湛
然
は
、
焼
身
供
養
の
真
意
を
教
行
の
両
面
か
ら
明
確
に
説
明
し

た
。
す
な
わ
ち
、
修
行
に
よ
っ
て
そ
の
利
益
が
あ
ら
わ
れ
る
た
め
に

は
、
正
し
い
智
観
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
湛
然
は
、
焼
身
行
為
を
め
ぐ
る
違
戒
の
問
題
に
つ
い
て

も
、
以
下
の
よ
う
に
触
れ
た
。

　
　
あ
る
人
の
質
問
に
よ
れ
ば
、
戒
律
の
中
で
は
、
焼
身
は
楡
蘭
遮

　
　
罪
に
相
当
し
、
燃
指
は
突
吉
羅
罪
に
相
当
す
る
。
薬
王
菩
薩
の
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焼
身
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
い
ま
答
う
、
大
乗
小
乗

　
　
の
戒
律
は
異
な
る
。
焼
身
に
つ
い
て
、
小
乗
は
罪
と
す
る
が
、

　
　
大
乗
は
認
め
る
。
焼
身
せ
ざ
る
者
は
出
家
菩
薩
に
な
れ
な
い
と

　
　
『
梵
網
経
』
が
示
す
の
は
、
こ
の
意
で
あ
る
。
焼
身
供
養
は
、

　
　
決
し
て
在
家
の
み
の
修
行
で
は
な
く
、
出
家
者
に
も
実
行
で
き

　
　
る
も
の
で
あ
る
。
小
乗
戒
に
従
え
ば
、
焼
身
を
禁
止
す
る
こ
と

　
　
は
容
易
で
あ
る
が
、
大
乗
戒
を
実
行
す
る
た
め
の
焼
身
は
相
当

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
に
困
難
で
あ
る
。

　
湛
然
の
門
人
道
逞
は
、
『
文
句
輔
正
記
』
の
中
で
、
湛
然
が
批
判

し
た
そ
の
「
あ
る
人
」
を
『
法
華
円
鏡
』
の
作
者
で
あ
り
、
湛
然
と

同
時
代
に
生
き
た
天
長
寺
延
秀
法
師
と
し
た
。
延
秀
は
曽
て
、
薬
王

菩
薩
は
在
家
の
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
焼
身
行
為
は
違
戒
に
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
延
秀
よ
り
前
に
、
胡
僧
吉
蔵
が
『
法
華
義
疏
』
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

既
に
、
同
様
の
説
を
説
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
延
秀
は
吉
蔵
の
説
を

承
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
湛
然
は
吉
蔵
を
批
判
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
薬
王
菩
薩
を
在
家
の
信
者
と
み
る
吉
蔵
の
『
法

蝉
経
」
の
理
解
は
、
天
台
宗
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
天
台
第
七
祖
と
も
言
わ
れ
た
東
春
智
度
は
、
『
法
華
経
疏
義
績
』

の
中
で
、
湛
然
の
説
を
承
け
、
さ
ら
に
「
大
乗
の
戒
体
は
法
界
全
体

を
包
容
し
、
小
乗
の
戒
体
は
三
界
の
み
に
適
用
す
る
。
大
乗
戒
は
小

乗
戒
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
小
乗
戒
は
大
乗
戒
を
含
む
こ
と
が

で
き
な
い
」
と
説
き
、
大
乗
戒
は
小
乗
戒
と
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、

小
乗
戒
以
上
の
役
割
を
有
す
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
た
。

　
北
宋
時
代
に
入
る
と
、
神
智
従
義
の
『
三
大
部
補
注
」
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

「
薬
王
品
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
新
た
な
批
判
が
見
ら
れ
る
。

　
ω
　
慈
恩
へ
の
批
判

　
「
薬
王
品
」
の
焼
身
供
養
（
真
法
供
養
）
に
つ
い
て
、
法
相
宗
の

慈
恩
は
、
『
法
華
玄
賛
』
の
中
で
、
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
慈
恩
の
法
華
解
釈
の
不
十
分
さ
を
推
察
し
う

る
。　

ω
　
義
浄
へ
の
批
判

　
唐
の
義
浄
三
蔵
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
中
で
、
焼
身
供
養
は

出
家
者
の
為
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
批
判
し
た
が
、
こ
の
批
判
は

大
乗
戒
に
も
小
乗
戒
に
も
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
仮
に
小
乗
戒

に
基
づ
き
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、
薬
王
菩
薩
を
在
家
者
と
判
断
し
た

理
由
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
大
乗
戒
に
基
づ
き
説
明
す
る
と
す
れ

ば
、
『
梵
網
経
』
を
使
わ
ず
に
、
専
ら
小
乗
の
律
に
依
る
と
す
る
の

も
不
適
当
で
あ
る
。
『
首
樗
嚴
経
』
、
『
梵
網
経
』
の
説
す
ら
知
ら
な

い
義
浄
は
、
焼
身
供
養
の
本
意
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
㈲
　
道
誠
へ
の
批
判

　
宋
の
道
誠
は
、
『
釈
氏
要
覧
』
を
著
し
て
捨
身
行
為
を
厳
し
く
批

判
し
た
。
し
か
し
、
『
梵
網
経
』
の
説
は
全
く
引
用
し
て
お
ら
ず
、

人
々
の
耳
目
を
惑
わ
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
従
義
は
『
仏
祖
統
紀
』
に
よ
っ
て
、
宋
代
天
台
の
異
端
と
さ
れ
た

が
、
彼
の
教
学
は
智
顕
へ
の
復
帰
を
目
指
し
、
智
頻
や
湛
然
と
同
調
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す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
南
宋
の
善
月
は
、
天
台
第
十
四
祖
四
明
知
礼
の
第
八
代
弟
子
で
あ

り
、
『
法
華
経
文
句
格
言
』
巻
下
で
、
智
頻
が
説
い
た
「
真
法
供
養
」

に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に
示
し
た
。

　
　
焼
身
に
伴
う
観
智
は
、
普
段
に
観
照
し
て
、
蕪
習
す
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
長
く
薫
習
す
れ
ば
、
円
熟
し
、
円
熟
な
れ
ば
さ
ら
に
こ

　
　
れ
を
忘
れ
、
そ
し
て
こ
の
肉
身
を
木
石
、
土
偶
、
虚
空
、
幻
化

　
　
で
あ
る
よ
う
に
観
想
し
て
か
ら
、
は
じ
め
て
如
幻
の
火
が
示
さ

　
　
れ
、
如
幻
の
肉
身
が
焼
か
れ
る
の
で
あ
る
。
焼
は
無
焼
で
あ
り
、

　
　
無
焼
は
焼
で
あ
る
。
薬
王
菩
薩
の
爾
腎
が
復
原
し
た
こ
と
は
こ

　
　
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
昔
、
天
竺
臓
主
遵
式
に
焼

　
　
身
し
た
い
と
告
げ
た
某
僧
が
い
た
。
遵
式
は
「
焼
身
の
た
め
の

　
　
火
種
は
用
意
で
き
た
か
」
と
聞
い
た
。
僧
は
「
ま
だ
だ
」
と
言

　
　
っ
た
。
そ
し
て
、
遵
式
は
櫨
中
か
ら
真
っ
赤
に
焼
け
た
炭
を
取

　
　
り
あ
げ
、
僧
に
渡
し
た
。
僧
は
、
両
手
で
捧
げ
受
け
、
困
っ
た

　
　
様
子
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
遵
式
は
、
よ
う
や
く
こ
の
僧

　
　
の
焼
身
を
認
め
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
焼
身
の
様
子
で
あ
り
、

　
　
無
生
の
供
を
以
て
、
無
生
の
境
に
施
す
、
真
法
の
供
養
は
、
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
い
な
こ
と
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
善
月
は
、
智
顕
の
意
に
従
い
、
観
智
と
実
践
を
不
二
た

る
｛
体
の
も
の
と
理
解
し
た
。
ま
た
、
遵
式
の
こ
の
物
語
は
『
仏
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

統
紀
』
巻
十
一
「
思
悟
伝
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
取

り
上
げ
た
の
も
、
身
を
忘
れ
、
命
を
捨
て
る
と
い
う
焼
身
者
の
あ
る

べ
き
態
度
は
、
観
照
が
積
み
重
ね
て
き
た
成
果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

焼
身
供
養
は
誰
に
で
も
で
き
る
行
為
で
は
な
い
と
説
明
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
法
華
経
』
「
薬
王
品
」
に
関
す
る
中
国
天
台
の

見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
第
一
に
、
薬
王
菩
薩
の
焼
身
供
養
は
、
苦
行
だ
け
で
は
な
く
、
智

観
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
天
台
の
教
行
隻
修
の
教
え
は
こ
れ
と
一
致

す
る
。
第
二
に
、
薬
王
菩
薩
の
焼
身
供
養
は
、
『
梵
網
経
』
や
『
首

榜
厳
経
』
な
ど
の
大
乗
戒
観
に
基
づ
き
、
大
乗
の
菩
薩
行
で
あ
る
。

第
三
に
、
薬
王
菩
薩
の
焼
身
供
養
は
、
不
二
一
実
の
も
の
で
あ
る
。

天
台
教
学
の
「
止
観
不
二
、
境
智
冥
一
」
の
説
と
同
じ
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
中
国
天
台
に
お
け
る
焼
身
乞
雨
の
由
来

　
中
国
仏
教
で
は
、
旱
ば
つ
に
際
し
、
雨
乞
い
の
儀
式
が
し
ば
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
結
斎
坐
禅
す
る
方
式
、
密
教
の
呪
法
を
使
う

　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

方
式
、
断
腎
し
て
供
養
す
る
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
一
方
、
天
台

で
は
、
臓
法
を
行
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
焼
身
供
養
し
て
雨
を
乞
う
方

式
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　
宋
の
禅
僧
契
嵩
の
『
鍾
津
文
集
』
巻
十
二
に
収
録
し
た
「
杭
州
武

林
天
竺
寺
故
大
法
師
慈
雲
式
公
行
業
曲
記
」
の
中
に
、
宋
代
天
台
の

慈
雲
遵
式
が
行
っ
た
焼
身
乞
雨
の
事
蹟
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
〇
〇
〇
年
、
明
州
は
大
早
ば
つ
に
遭
い
、
遵
式
は
町
の
人
々

　
　
の
要
請
を
受
け
、
請
観
音
三
昧
臓
法
を
行
っ
て
雨
乞
い
し
、
も

　
　
し
三
日
の
間
に
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
、
自
ら
焼
身
供
養
す
る
と

　
　
誓
っ
た
。
結
局
、
繊
法
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
、
雨
は
降
り
始
め
、
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げ
　

　
　
明
州
の
蘇
太
守
は
記
念
と
し
て
そ
の
こ
と
を
石
碑
に
刻
ん
だ
。

　
こ
の
記
事
は
、
後
に
、
『
宝
雲
振
祖
集
』
「
慈
雲
臓
主
稟
學
費
雲
住

持
」
、
『
釈
門
正
統
』
巻
五
「
遵
式
伝
」
、
『
仏
祖
統
紀
』
巻
十
「
遵
式

伝
」
な
ど
に
、
遵
式
の
霊
迩
の
一
つ
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。

　
『
四
明
尊
者
教
行
録
』
巻
七
に
、
宋
代
の
高
級
官
僚
で
あ
る
趙
抹

が
一
〇
八
〇
年
に
書
い
た
「
宋
故
明
州
延
慶
寺
法
智
大
師
行
業
碑
」

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
台
の
十
四
祖
四
明
知
礼
も
、
焼
身
乞

雨
を
行
っ
て
い
た
。

　
　
あ
る
大
旱
ば
つ
の
年
に
、
知
礼
は
異
聞
、
遵
式
と
と
も
に
、
金

　
　
光
明
臓
法
を
行
っ
た
。
三
日
間
続
け
て
雨
乞
い
を
し
た
が
、
雨

　
　
は
降
ら
な
か
っ
た
の
で
、
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
片
方
の
手
を
燃
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
し
て
仏
に
供
養
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
雨
は
降
り
始
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
知
礼
、
異
聞
、
遵
式
は
と
も
に
、
宝
雲
義
通
の
門
下
で
あ
る
。
異

聞
が
知
礼
と
同
じ
寺
で
修
行
し
た
の
に
対
し
、
遵
式
は
、
一
〇
〇
一

年
に
、
四
明
の
宝
雲
寺
か
ら
離
れ
、
慈
瞑
の
大
雷
山
や
天
台
の
東
液

山
な
ど
に
輪
住
し
た
。
も
し
趙
排
の
記
載
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
知
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

の
焼
身
乞
雨
は
一
〇
〇
一
年
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
知
礼
、
異
聞
、
遵
式
の
三
者
は
と
も
に
、
宋
代
天
台
の
草
創
期
の

重
要
人
物
で
あ
る
。
知
礼
、
異
聞
は
明
州
の
延
慶
寺
を
建
て
、
宋
代

天
台
の
本
拠
地
を
作
っ
た
。
遵
式
は
一
人
で
、
杭
州
の
天
竺
寺
で
活

躍
し
、
「
天
竺
臓
主
」
と
も
言
わ
れ
た
彼
は
、
天
竺
寺
を
宋
代
最
も

著
名
な
祈
祷
寺
へ
と
押
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
上
記
二
則
の
記
載
の
共
通
点
は
、
臓
法
に
よ
る
焼
身
乞
雨
に
あ
る
。

知
礼
ら
が
行
っ
た
金
光
明
臓
法
は
、
『
金
光
明
経
』
の
護
国
思
想
や

捨
身
思
想
を
意
識
し
、
そ
の
焼
身
供
養
は
、
民
衆
や
国
家
の
た
め
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宋
代
天
台
に
お
け
る
金
光
明
臓
法
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

雨
乞
い
に
は
、
景
雲
温
其
、
澄
照
覚
先
な
ど
の
例
も
見
ら
れ
る
。
一

方
、
遵
式
が
行
っ
た
請
観
音
三
昧
臓
法
は
、
東
晋
の
法
喜
が
訳
し
た

『
請
観
音
経
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
『
請
観
音
経
』
で
は
、
以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
佛
は
阿
難
に
告
げ
た
、
若
し
四
部
の
弟
子
が
、
観
世
音
菩
薩
の

　
　
名
を
受
持
し
、
消
伏
毒
害
陀
羅
尼
を
念
講
し
、
此
の
呪
文
に
よ

　
　
っ
て
修
行
す
れ
ば
、
身
・
心
は
常
に
病
患
を
罹
ら
な
い
。
も
し

　
　
大
火
が
、
四
方
よ
り
迫
り
、
身
が
焚
焼
さ
れ
た
場
合
は
、
此
の

　
　
呪
文
を
諦
持
す
れ
ば
、
龍
王
は
雨
を
降
ら
せ
、
直
ち
に
解
脱
を

　
　
得
る
の
で
あ
る
。
も
し
身
が
火
に
焼
か
れ
、
痛
み
に
耐
え
な
い

　
　
場
合
は
、
一
心
に
し
て
観
世
音
菩
薩
の
名
號
を
唱
え
、
此
の
呪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
　
文
を
三
度
読
諦
す
れ
ば
、
病
は
直
ち
に
治
る
の
で
あ
る
。

　
『
請
観
音
経
』
は
、
観
音
の
名
号
や
呪
文
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
修
行
者
に
様
々
な
利
益
が
生
じ
る
と
説
い
た
。
こ
れ
は
、
天

台
の
根
本
経
典
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
「
普
門
品
」
と
非
常
に
類
似

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
台
の
僧
侶
が
古
く
か
ら
当
経
を
教
行
両
面

か
ら
参
究
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
例
と
し
て
智
顕
は
、
注

釈
書
『
請
観
音
経
疏
』
（
大
正
蔵
二
〇
巻
所
収
）
や
、
そ
の
修
行
法

で
あ
る
請
観
音
繊
法
（
大
正
蔵
四
六
巻
『
国
清
百
録
」
巻
一
所
収
）

を
作
っ
た
。
智
頻
は
、
『
請
観
音
経
」
に
書
か
れ
た
「
焚
身
降
雨
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
つ
い
て
、
身
は
『
大
智
度
論
』
が
説
い
た
「
有
無
四
見
」
と
い
う

煩
悩
に
相
当
し
、
内
外
の
夙
因
に
よ
る
見
惑
が
生
ず
る
こ
と
を
「
焚
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身
」
、
竜
王
は
法
王
で
あ
り
仏
の
教
え
を
自
在
に
伝
え
る
こ
と
を

「
降
雨
」
と
し
た
。
智
顕
は
、
あ
く
ま
で
も
喩
え
の
一
つ
と
し
て
、

教
理
の
面
か
ら
説
明
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
請
観
音
峨
法
の

中
に
も
「
苦
厄
を
救
う
」
と
い
う
効
果
を
示
し
た
も
の
の
、
「
降
雨
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
利
益
を
明
示
し
な
か
っ
た
。
遵
式
と
同
時
代
の
天
台
僧
孤
山

智
円
も
、
『
請
観
音
経
疏
閲
義
砂
』
の
中
で
、
智
顎
に
同
調
し
、
「
降

雨
」
は
、
禅
定
の
法
水
が
見
思
惑
を
取
り
除
く
こ
と
を
意
味
す
る
と

　
　
お
ね

し
た
。

　
遵
式
の
『
請
観
世
音
菩
薩
消
伏
毒
害
陀
羅
尼
三
昧
儀
』
は
、
智
頻

の
請
観
音
臓
法
を
増
広
し
た
も
の
で
あ
る
。
遵
式
は
、
そ
の
中
で
、

臓
法
を
行
う
に
は
観
慧
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
観
法
を

備
え
た
臓
法
こ
そ
が
大
乗
臓
法
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
実
際
に
行
わ

れ
た
作
法
の
細
か
な
部
分
ま
で
を
逐
一
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

具
体
的
な
作
法
を
軽
視
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
文
末

に
は
「
勧
修
」
の
一
章
を
加
え
、
経
文
か
ら
請
観
音
繊
法
を
修
行
す

る
利
益
を
抜
粋
し
紹
介
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
「
焚
身
降
雨
」

も
明
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
遵
式
は
、
古
来
の
天
台
宗
の
俄
法
を
積
極
的
に
実

践
し
、
ま
た
金
光
明
俄
法
補
助
儀
、
請
観
立
旦
二
昧
儀
、
弥
陀
臓
法
、

熾
盛
光
儀
な
ど
の
臓
法
を
著
し
、
ま
さ
に
天
台
臓
法
の
基
礎
を
再
構

築
し
た
者
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
は
非
常
に
大
き
い
。
遵
式
の
よ
う

な
焼
身
に
よ
る
雨
乞
い
を
、
後
の
天
台
僧
が
実
行
し
た
こ
と
は
、

『
続
仏
祖
統
紀
』
の
中
で
も
紹
介
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
「
子
思
伝
」
は
、

子
思
法
師
が
指
を
燃
や
し
て
仏
に
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
雨
が
降
り
、

病
気
が
治
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
普
容
伝
」
は
、
太
史
黄

溜
が
著
し
た
塔
銘
を
取
り
上
げ
、
普
容
は
繊
法
を
行
う
に
際
し
、
燃

頂
す
る
こ
と
三
回
、
焼
腎
す
る
こ
と
百
回
に
及
び
、
さ
ら
に
旱
ば
つ

の
年
に
は
、
官
僚
の
要
請
を
受
け
、
六
十
の
僧
侶
と
共
に
観
音
臓
法

を
行
い
雨
乞
い
を
し
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
国
天
台
に
お
け
る
焼
身
乞
雨
は
、
宋
代
以
降

の
臓
法
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
智
顕
の
時
代

で
は
、
臓
法
に
よ
る
病
の
治
療
が
中
心
で
あ
り
、
智
頻
の
兄
陳
鍼
、

陳
文
帝
の
子
息
陳
伯
智
も
、
智
顕
か
ら
臓
法
を
教
わ
り
、
病
気
が
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
宋
代
に
入
り
、
国
家
や
民
衆
に
大
き
な
利

益
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
焼
身
乞
雨
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
の
た
め

の
臓
法
実
践
が
一
層
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
中
国
天
台
の
焼
身
供
養
の
事
例

　
宋
の
禅
僧
延
寿
は
、
『
万
善
同
帰
集
』
の
中
巻
で
、
焼
身
供
養
の

こ
と
を
「
真
実
の
行
」
と
し
、
大
い
に
賞
賛
し
た
。
彼
が
、
傍
証
と

し
て
取
り
上
げ
た
焼
身
供
養
の
事
例
は
、
以
下
の
よ
う
に
天
台
宗
と

関
連
す
る
。

　
　
天
台
宗
の
満
禅
師
は
、
『
妙
法
蓮
華
－
経
』
を
生
涯
を
か
け
て
講

　
　
調
し
、
菩
薩
の
現
身
に
感
応
し
た
。
後
に
、
『
法
華
経
』
を
供

　
　
養
す
る
た
め
に
焼
身
し
た
。
ま
た
、
天
台
智
頻
の
門
人
で
あ
る

　
　
浄
辮
禅
師
は
、
普
賢
菩
薩
を
供
養
す
る
た
め
に
、
臓
堂
の
前
に

　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
焚
身
し
た
。
傅
大
士
も
曽
て
、
衆
生
を
救
う
た
め
に
焼
身
し
よ

　
　
う
と
し
た
。
し
か
し
、
師
の
代
わ
り
に
焼
身
す
る
ほ
ど
、
門
人
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た
ち
に
よ
る
強
い
慰
留
が
あ
っ
た
た
め
、
傅
大
士
は
焼
身
行
為

　
　
を
中
止
し
た
。

　
智
頻
の
『
法
華
文
句
」
も
、
満
禅
師
の
焼
身
事
蹟
を
引
い
て
い
る
。

満
禅
師
は
『
法
華
経
』
を
諦
持
し
実
践
す
る
人
物
と
し
て
、
師
の
慧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

思
と
と
も
に
、
智
顕
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。

　
浄
辮
禅
師
は
、
『
仏
祖
統
紀
』
巻
九
に
み
ら
れ
る
慧
辮
と
い
う
人

物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
仏
祖
統
紀
』
に
よ
れ
ば
、

慧
辮
は
、
智
頻
の
門
下
生
で
あ
り
、
後
に
天
台
山
仏
朧
峰
で
仏
徳
を

報
う
た
め
に
焼
身
し
た
。
こ
の
点
が
、
浄
辮
の
話
と
共
通
す
る
か
ら

で
あ
る
。

　
傅
大
士
は
、
天
台
宗
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
湛
然
に
よ

れ
ば
、
等
覚
の
位
を
有
す
る
傅
大
士
で
さ
え
も
、
天
台
の
コ
ニ
観
」
・

「
四
運
」
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
傅
大
士
の
教
学
は
天
台

教
学
に
非
常
に
近
い
。
『
仏
祖
統
紀
』
も
、
傅
大
士
を
天
台
宗
の

「
未
詳
承
嗣
伝
」
に
収
録
す
る
。

　
『
法
華
経
』
を
信
仰
す
る
天
台
宗
は
、
他
宗
と
比
べ
、
「
薬
王
品
」

の
焼
身
供
養
説
を
深
く
理
解
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
を
実
践
す

る
行
為
も
他
宗
よ
り
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
中
国
天
台
で
は
、
宋
代
に
至
り
、
雨
乞
い
、
護
法
、
立
願
の
よ
う

な
利
他
行
の
焼
身
供
養
が
の
み
な
ら
ず
、
捨
身
往
生
と
い
う
自
己
利

益
の
た
め
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
以
下
、
宋
代
の
天
台
宗
に
関
連
す

る
焼
身
供
養
の
代
表
的
な
事
例
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
ω
　
国
清
寺
僧
の
焼
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
宋
の
王
椋
の
「
燕
翼
諮
謀
録
』
巻
二
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が

あ
る
。

　
　
僧
徒
に
は
、
ず
る
賢
い
者
が
い
る
。
天
子
の
前
で
も
、
平
気
で

　
　
妄
語
す
る
。
江
東
の
某
僧
は
、
宋
の
太
宗
に
天
台
の
国
清
寺
を

　
　
修
繕
し
た
い
と
上
奏
し
、
国
清
寺
の
工
事
が
完
成
す
れ
ば
、
必

　
　
ず
焼
身
し
て
そ
の
功
徳
を
報
い
る
と
言
っ
た
。
太
宗
は
、
そ
の

　
　
陳
情
を
認
め
、
内
侍
の
衛
紹
欽
に
命
じ
て
工
事
を
監
督
す
る
。

　
　
さ
ら
に
、
「
す
べ
て
を
了
っ
て
か
ら
戻
れ
」
と
言
っ
た
。
紹
欽

　
　
は
、
僧
と
と
も
に
国
清
寺
に
戻
り
、
日
な
ら
ず
し
て
工
事
は
完

　
　
了
し
た
。
紹
欽
は
、
た
く
さ
ん
の
薪
を
集
め
、
僧
に
焼
身
せ
よ

　
　
と
催
促
し
た
と
こ
ろ
、
僧
は
大
泣
き
し
、
い
ま
一
度
太
宗
と
会

　
　
っ
て
、
感
謝
の
意
を
申
し
て
か
ら
焼
身
し
た
い
と
願
っ
た
。
紹

　
　
欽
は
怒
り
、
叉
を
以
て
僧
を
火
中
に
押
し
入
れ
、
僧
は
悲
鳴
を

　
　
あ
げ
な
が
ら
命
を
落
と
し
た
。
紹
欽
は
帰
朝
し
、
「
す
べ
て
を

　
　
了
ら
せ
た
」
と
上
奏
し
、
太
宗
は
頷
い
た
。
も
し
当
時
、
僧
が

　
　
焼
身
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
太
宗
に
会
っ
た
際
、
天
子
を
侮
る

　
　
罪
で
殺
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
、
天
台
宗
の
祖
庭
で
あ
る
国
清
寺
の
再
建
を
天
子
に
要
請

し
、
焼
身
供
養
も
誓
っ
た
僧
が
、
誓
願
を
履
行
す
る
に
あ
た
り
、
躊

躇
し
、
結
局
内
侍
官
に
焼
殺
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
僧
の
焼
身
供
養

の
目
的
は
護
法
、
立
願
で
あ
っ
た
た
め
、
信
心
が
不
堅
固
と
さ
れ
、

恥
ず
べ
き
こ
と
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。

　
②
　
遵
式
の
燃
指
・
燃
頂

　
契
嵩
の
「
杭
州
武
林
天
竺
寺
故
大
法
師
慈
雲
式
公
行
業
曲
記
」
に

は
、
以
下
の
よ
う
に
、
遵
式
が
立
願
や
修
行
の
た
め
に
燃
指
、
燃
頂
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し
た
と
記
す
。

　
　
遵
式
は
出
家
後
、
天
台
山
国
清
寺
の
普
賢
像
の
前
に
て
、
指
を

　
　
燃
や
し
て
天
台
教
学
を
勉
学
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
さ
ら
に
、

　
　
天
台
初
祖
の
智
顎
の
命
日
に
お
い
て
、
一
日
を
か
け
て
燃
頂
し
、

　
　
天
台
の
四
禅
三
昧
を
実
行
す
る
誓
願
を
立
て
た
。
修
行
を
重
視

　
　
す
る
遵
式
は
、
何
回
も
自
分
の
指
を
燃
や
し
て
仏
に
供
養
し
、

　
　
残
っ
た
指
は
わ
ず
か
一
、
二
本
の
み
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
書
い

　
　
た
書
簡
は
非
常
に
き
れ
い
で
あ
り
、
字
体
は
鍾
翻
、
王
義
之
の

　
　
そ
れ
に
似
て
い
た
。

　
ま
た
、
『
釈
門
正
統
』
や
『
仏
祖
統
紀
』
の
「
遵
式
伝
」
に
も
、

遵
式
の
燃
指
が
記
さ
れ
て
お
り
、
無
生
法
忍
を
示
し
、
真
法
供
養
で

あ
る
と
賞
賛
す
る
。

　
㈲
　
思
悟
の
焼
身

　
思
悟
は
、
遵
式
の
弟
子
で
あ
る
。
遵
式
の
「
宋
銭
唐
天
竺
寺
僧
遺

　
　
　
　
の
　

身
賛
井
序
」
に
よ
れ
ば
、
天
聖
年
間
、
遵
式
は
天
台
宗
の
論
疏
の
入

蔵
を
、
親
友
か
つ
当
時
の
宰
相
で
あ
っ
た
王
欽
若
に
頼
ん
だ
。
そ
の

時
、
思
悟
は
、
「
入
藏
で
き
れ
ば
、
焼
身
供
養
を
行
う
」
と
い
う
誓

願
を
立
て
た
。
一
〇
二
四
年
、
天
台
典
籍
の
入
蔵
が
よ
う
や
く
認
め

ら
れ
た
た
め
、
思
悟
は
誓
願
を
履
行
し
、
焼
身
し
た
。
こ
の
思
悟
の

焼
身
は
、
前
掲
の
国
清
寺
僧
と
同
様
、
護
法
、
誓
願
を
目
的
と
す
る
。

た
だ
、
思
悟
は
、
国
清
寺
僧
の
態
度
と
は
対
照
的
に
、
堅
固
た
る
信

念
に
基
づ
き
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
誓
願
を
履
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
ω
　
知
礼
の
燃
指
と
焼
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
則
全
の
「
四
明
法
智
尊
者
実
録
」
に
よ
れ
ば
、
知
礼
は
曽
て
、
寺

院
再
建
の
た
め
に
、
三
本
の
指
を
燃
や
し
、
仏
に
供
養
し
た
。
さ
ら

に
、
五
七
歳
の
時
（
一
〇
一
六
年
）
、
十
人
の
僧
と
結
ん
で
法
華
臓

法
を
修
め
、
三
年
経
て
繊
法
が
終
了
し
た
な
ら
ば
共
に
焼
身
し
て

『
法
華
経
」
を
供
養
し
、
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
、

翰
林
学
士
の
楊
億
は
、
知
礼
に
数
回
も
書
簡
を
送
り
、
世
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
頼
ん
だ
。
同
時
に
、
明
州
太
守
の
李
夷
庚
も
、
州
官
と
と

も
に
、
世
に
と
ど
ま
っ
て
衆
生
の
た
め
に
説
法
す
べ
き
で
あ
る
と
勧

説
し
た
。
こ
の
た
め
に
、
知
礼
の
志
願
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
胡
肪
の
「
法
智
大
師
塔
銘
」
は
さ
ら
に
、
焼
身
供
養
を
決
意
し
た

　
　
　
　
　
お
　

知
礼
の
言
葉
を
以
下
の
よ
う
に
収
録
す
る
。

　
　
雪
山
大
士
は
半
偶
の
た
め
に
身
体
を
亡
し
、
善
財
童
子
は
一
句

　
　
の
た
め
に
火
中
に
入
る
。
菩
薩
の
心
は
、
仏
法
の
た
め
に
捨
身

　
　
す
る
。
仏
滅
し
て
か
ら
い
ま
に
至
る
ま
で
、
長
い
歳
月
が
立
ち
、

　
　
仏
道
を
正
し
く
実
行
で
き
る
者
も
少
な
い
。
吾
は
、
寿
命
を
損

　
　
捨
し
、
慨
怠
を
警
発
す
る
こ
と
が
で
き
て
か
ら
、
は
じ
め
て
勇

　
　
猛
精
進
し
て
仏
道
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
知
礼
に
世
に
と
ど
ま
る
よ
う
勧
説
し
た
者
に
は
、
ほ
か
に
、

鮒
馬
都
尉
の
李
遵
筋
、
慈
雲
遵
式
も
あ
げ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
後
に
検
校
太
師
銭
惟
演
の
従
弟
で
あ
る
銭
希

白
に
整
理
脚
色
さ
れ
、
一
〇
三
六
年
に
「
真
宗
皇
帝
諭
旨
留
四
明
住

世
」
と
し
て
著
さ
れ
た
。
さ
ら
に
数
十
年
後
、
文
螢
が
そ
れ
を
再
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

し
、
自
ら
の
随
筆
で
あ
る
『
湘
山
野
録
』
の
下
巻
に
入
れ
た
。
こ
う

し
て
、
知
礼
の
焼
身
供
養
は
広
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
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知
礼
の
よ
う
に
、
焼
身
し
て
『
法
華
経
』
を
供
養
し
、
結
局
浄
土

に
往
生
す
る
修
行
法
は
、
従
来
の
天
台
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
宋
代

に
お
い
て
は
類
似
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
『
仏
祖
統
紀
』
「
往
生
高
僧

　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

伝
」
の
「
紹
岩
伝
」
で
は
、
鏡
唐
湖
心
寺
の
紹
岩
は
『
法
華
経
』
の

読
諦
を
務
め
と
し
、
一
万
遍
に
達
せ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
資
格
が
得

ら
れ
る
と
し
て
、
西
方
三
仏
を
供
養
す
る
た
め
に
焼
身
す
る
と
誓
っ

た
と
す
る
。

　
知
礼
の
浄
土
往
生
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
は
、
彼
が
積
極
的
に

「
念
仏
施
戒
会
」
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
天
台
の
教
行
が

浄
土
の
往
生
と
い
か
に
し
て
つ
な
が
る
の
か
が
、
知
礼
に
と
っ
て
生

涯
の
課
題
で
あ
っ
た
。
理
論
面
に
お
い
て
は
、
知
礼
は
『
観
経
疏
妙

宗
砂
』
を
著
し
て
、
浄
土
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
実
践
面
に
お
い

て
は
、
法
華
三
昧
と
念
仏
三
昧
の
合
致
を
試
み
、
捨
身
供
養
と
捨
身

往
生
を
同
一
視
す
る
方
法
を
模
索
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑤
　
慧
舟
の
焼
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
釈
門
正
統
」
巻
六
の
「
慧
舟
伝
」
に
よ
れ
ば
、
慧
舟
は
知
礼
の

弟
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
礼
の
教
え
に
従
い
、
四
種
三
昧
の
実
践

を
始
め
、
三
年
に
亘
り
、
十
人
の
僧
と
結
ん
で
大
悲
臓
法
を
修
め
た
。

さ
ら
に
、
十
四
人
の
僧
と
結
ん
で
普
賢
臓
法
も
行
っ
た
。
三
年
経
て

臓
法
が
間
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
、
慧
舟
は
四
種
三
昧
を
信
受

奉
行
す
る
た
め
に
、
焼
身
供
養
す
る
と
誓
っ
た
。
そ
の
後
、
同
門
弟

子
で
あ
る
神
照
本
如
が
見
守
る
中
、
焼
身
供
養
を
実
行
し
た
。

　
慧
舟
の
焼
身
供
養
は
、
一
〇
二
六
年
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
知

礼
の
焼
身
供
養
よ
り
五
、
六
年
あ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
繊
法
を
修

あ
て
か
ら
焼
身
し
た
点
、
知
礼
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
㈲
　
辮
才
の
燃
指

　
蘇
轍
の
『
樂
城
後
集
』
巻
二
四
の
「
竜
井
辮
才
法
師
塔
碑
」
に
よ

れ
ば
、
慈
雲
遵
式
の
弟
子
で
あ
る
辮
才
は
、
右
手
三
本
と
左
手
二
本

の
計
五
本
の
指
を
燃
や
し
、
仏
に
供
養
し
た
。
彼
の
弟
子
も
真
似
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
辮
才
は
彼
ら
の
行
為
を
禁
止
し
、
さ
ら
に

「
私
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
燃
指
は
許
す
」
と
言
っ
た
。
辮
才
が
弟
子

た
ち
に
発
し
た
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
焼
身
供
養
は
誰
に
で
も
で
き
る

安
易
な
修
行
法
で
な
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

天
台
宗
が
主
張
し
た
焼
身
供
養
は
、
苦
行
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
智

観
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
教
え
に
沿
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
m
　
法
慧
の
燃
目

　
宋
の
洪
逼
の
『
夷
堅
志
』
乙
志
巻
＝
二
の
「
法
慧
燃
目
」
条
に
よ

れ
ば
、
一
＝
二
五
年
の
夏
は
、
大
干
ば
つ
に
遭
い
、
天
子
は
臨
安
太

守
を
上
天
竺
寺
に
派
遣
し
、
霊
感
観
音
を
法
恵
寺
に
迎
え
、
道
場
を

立
て
雨
乞
い
を
し
た
。
し
か
し
、
全
く
効
果
が
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、

苦
行
僧
の
法
慧
は
、
仏
前
に
黙
祷
し
、
右
の
目
を
焚
焼
し
て
仏
に
供

養
し
よ
う
と
願
っ
た
。
彼
が
火
中
に
入
れ
て
赤
く
な
っ
た
鉄
丸
を
目

の
上
に
置
き
、
香
を
焚
い
た
瞬
間
、
雨
が
降
り
始
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
法
慧
の
燃
目
は
、
『
観
仏
三
昧
海
経
』
な
ど
が
説
く
「
挑
目
布
施
」

と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
焼
身
供
養
で
あ
る
「
剣
身
千
燈
」
と
同
じ

く
大
乗
菩
薩
の
布
施
行
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
文
中
に
言
及
す
る

上
天
竺
寺
は
、
遵
式
が
創
立
し
た
天
台
寺
院
で
あ
り
、
曽
て
観
音
臓
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法
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
な
お
、
宋
代
の
天
台
宗
に
関
連
す
る
焼
身
供
養
の
事
例
は
、
ほ
か

に
も
数
多
く
存
在
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
天
台
宗
の
焼
身
供
養
の
特
徴
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
｝
に
、
天
台
の
焼
身
供
養
は
頻
繁
に
行
わ
れ

た
が
、
そ
の
教
え
に
基
づ
き
、
決
し
て
安
易
に
行
い
得
る
も
の
で
は

な
い
と
さ
れ
た
。
第
二
に
、
臓
法
と
焼
身
供
養
の
一
体
化
に
よ
っ
て
、

仏
教
教
理
の
実
践
が
一
層
体
系
化
さ
れ
た
。
第
三
に
、
焼
身
供
養
と

浄
土
往
生
の
結
合
は
、
宋
代
天
台
の
新
し
い
修
行
法
の
一
種
と
み
な

さ
れ
る
が
、
『
法
華
経
』
「
薬
王
品
」
に
示
さ
れ
た
「
是
の
経
典
を
聞

き
て
、
説
の
如
く
修
行
せ
ば
、
此
こ
に
於
い
て
命
終
し
て
、
即
ち
安

樂
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
大
菩
薩
衆
に
囲
邊
せ
ら
る
る
住
虞
に
往
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蓮
華
の
中
、
宝
座
の
上
に
生
ま
れ
ん
」
の
意
と
一
致
す
る
。

供
養
の
実
行
者
が
庶
民
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
で
、
焼
身
行
為
が
多

発
し
た
。
こ
れ
は
、
一
部
の
民
衆
の
反
感
を
招
く
よ
う
に
な
り
、
時

に
当
世
者
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

　
焼
身
供
養
は
本
来
、
決
し
て
、
苦
痛
を
伴
い
悲
惨
な
状
況
下
で
の

自
害
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な
く
、
菩
薩
の
利
他
精
神
を
閲
揚
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
あ
る
種
の
理
想
化
さ
れ
た
行
為
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
化
さ
れ
た
焼
身
供
養
の
根
底
に
潜
む
、
安
易
に
感
応

で
き
る
、
ま
た
は
成
仏
で
き
る
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
目
的
を
即

座
に
達
成
す
る
た
め
の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
焼
身
供
養
を
正
し
く
認
識
す
る
た
め
に
は
、
大

乗
仏
教
の
真
意
を
も
正
確
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
仏
典
の
説
を

狂
信
し
て
妄
り
に
実
行
さ
れ
た
焼
身
行
為
は
論
外
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
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『
法
華
経
』
や
『
梵
網
経
』
な
ど
の
大
乗
仏
典
が
中
国
に
伝
来
さ

れ
た
際
、
大
乗
仏
教
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
大
乗
の
実
践
法

も
共
に
伝
わ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
焼
身
供
養
で
あ
る
。
本
来
、
仏

の
教
え
を
深
く
理
解
す
る
僧
侶
で
さ
え
、
安
易
に
実
行
す
べ
き
で
な

い
焼
身
供
養
は
、
時
代
と
と
も
に
、
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
唐
代
以
降
に
仏
教
の
民
間
化
が
進
む
に
伴
い
、
焼
身
供
養
に
つ

い
て
も
慎
重
論
か
ら
積
極
論
へ
と
変
化
し
、
よ
り
多
く
の
社
会
的
な

役
割
が
焼
身
供
養
に
担
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
焼
身

注
（
1
）
　
簡
単
に
定
義
す
る
と
、
焼
身
と
は
、
身
体
全
体
を
燃
や
す
ほ
か
、

　
　
身
体
の
一
部
分
を
燃
や
す
こ
と
で
あ
る
。
体
の
一
部
分
と
は
、
そ
の

　
　
多
く
は
、
手
や
足
の
指
を
指
す
。
ま
た
、
戒
搬
の
よ
う
な
香
焼
で
体

　
　
を
焚
く
こ
と
も
含
む
。
供
養
と
は
、
菩
薩
の
仏
道
修
行
法
で
あ
る
六

　
　
波
羅
蜜
の
第
一
、
布
施
行
に
相
当
す
る
。

（
2
）
　
中
国
仏
教
の
焼
身
供
養
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
以
下
の

　
　
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
名
畑
応
順
「
支
那
中
世
に
於
け
る
捨
身
に
就
い
て
」
『
大
谷
学
報
』

四
二
号
、
大
谷
大
学
大
谷
学
会
、
一
九
三
一
年
三
月
、
二
〇
九
－
二

五
一
頁
。
当
該
論
文
は
梁
、
唐
、
宋
の
三
朝
高
僧
伝
の
「
遺
身
篇
」

の
記
事
を
中
心
と
し
、
さ
ら
に
中
国
天
台
に
お
け
る
捨
身
行
為
を
紹

介
し
、
中
世
に
お
け
る
捨
身
行
為
の
思
想
背
景
や
特
色
を
詳
し
く
論

考
し
た
も
の
で
あ
り
、
焼
身
供
養
の
系
統
的
な
研
究
と
し
て
最
も
注

目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
Ω
Φ
ヨ
①
戸
討
8
口
①
゜
・
㌦
ド
Φ
ω
の
三
。
匡
Φ
の
窟
「
δ
h
窪
9
㊦
N
一
①
゜
。

σ
o
＆
α
匡
ρ
ロ
①
゜
。
爵
冒
9
ω
①
ω
ユ
゜
＜
°
⇔
庫
×
Φ
゜
。
腎
δ
、
．
（
「
五
世
紀

か
ら
十
世
紀
に
お
け
る
中
国
仏
教
徒
の
焼
身
供
養
」
）
ζ
①
冨
p
σ
q
Φ

石
窪
①
ω
b
霞
冨
コ
゜
。
鼻
暮
仙
Φ
ω
出
碧
8
ω
国
ε
傷
①
ω
〇
三
ロ
。
羅
ω
押

一
⑩
①
ρ
薯
゜
器
刈
1
㎝
㎝
G
。
°
当
該
論
文
は
、
中
国
仏
教
の
焼
身
供
養
に
つ

い
て
、
「
辟
穀
」
や
「
　
解
」
と
い
う
道
教
的
な
要
因
も
影
響
を
与

え
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　
喝
農
。
鑓
け
｝
q
Φ
き
㌔
『
9
・
ζ
o
諄
①
＜
9
8
琶
お
℃
p
・
二
Φ
h
Φ
⊆
8

一
p
訂
9
巳
試
o
昌
σ
o
＆
α
巨
ρ
g
①
ぎ
象
Φ
3
①
．
、
（
「
自
焚
と
イ
ン
ド
仏
教

の
伝
統
」
）
q
o
⊆
葺
巴
〉
ω
冨
江
ρ
⊆
①
b
。
α
一
唖
一
㊤
①
ρ
O
℃
』
一
1
㎝
憎
当
該

論
文
は
、
前
記
Q
Φ
ヨ
9
論
文
を
批
判
す
る
も
の
で
、
中
国
仏
教
の

焼
身
供
養
は
道
教
な
ど
の
要
因
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、

仏
教
の
教
義
に
従
い
、
捨
身
に
よ
る
仏
教
理
念
の
実
現
を
第
一
義
と

す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
水
尾
現
誠
「
捨
身
に
つ
い
て
1
慧
絞
の
立
場
」
『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
二
二
号
、
印
仏
学
会
、
一
九
六
三
年
三
月
、
一
七
四
－
一
七

五
頁
。
当
該
論
文
は
『
高
僧
伝
』
著
者
で
あ
る
慧
絞
を
通
し
て
、
そ

の
『
高
僧
伝
』
遺
身
篇
の
作
成
す
る
背
景
や
遺
身
に
対
す
る
態
度
、

考
え
方
な
ど
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
曵
⊆
日
－
巨
曽
富
P
］
W
巳
匹
三
ω
け
ω
農
－
ぎ
目
9
p
・
試
8
ヨ
ζ
①
巳
①
〈
巴

○
窪
づ
暁
（
「
中
世
中
国
に
お
け
る
仏
教
徒
の
捨
身
行
為
」
）
匹
ω
8
蔓

o
h
國
Φ
＝
σ
q
δ
昌
倉
Z
ρ
N
お
①
心
1
6
①
μ
署
』
お
山
α
。
。
．
当
該
論
文

は
仏
教
戒
律
の
面
に
お
い
て
、
捨
身
行
為
と
自
殺
自
害
の
異
同
を
論

考
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
水
尾
現
誠
「
戒
律
の
上
か
ら
見
た
捨
身
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

二
八
号
、
印
仏
学
会
、
一
九
六
⊥
ハ
年
三
月
、
二
二
六
－
二
三
〇
頁
。

当
該
論
文
は
、
捨
身
行
の
大
乗
経
典
に
よ
る
依
拠
を
取
り
上
げ
、
さ

ら
に
三
高
僧
伝
の
関
連
記
事
に
展
開
し
、
「
捨
身
行
」
を
行
う
正
当

性
を
認
め
た
反
面
、
慧
咬
、
道
宣
、
義
浮
な
ど
の
説
を
以
て
、
「
捨

身
」
に
対
す
る
批
判
や
謹
慎
的
な
意
見
も
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
掲
名
畑
論
文
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
岡
本
天
晴
「
六
朝
に
お
け
る
捨
身
の
一
側
面
」
『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
四
四
号
、
印
仏
学
会
、
一
九
七
四
年
三
月
、
三
三
〇
⊥
二
三

六
頁
。
当
該
論
文
は
、
六
朝
時
代
の
捨
身
行
と
当
時
の
神
滅
神
不
滅

論
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
明
神
洋
「
中
国
仏
教
徒
の
焼
身
と
道
教
」
『
早
稲
田
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
』
十
一
号
、
早
稲
田
大
学
、
一
九
八
五
年
一

月
、
四
一
ー
五
〇
頁
。
該
当
論
文
は
、
前
掲
Ω
①
毎
9
論
文
の
影
響

を
受
け
、
仏
教
の
焼
身
行
為
と
道
教
の
焼
身
行
為
の
接
点
を
探
る
も

の
で
あ
る
。

　
明
神
洋
「
中
国
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
捨
身
と
平
安
」
『
日
本
仏

教
学
会
年
報
』
六
一
号
、
日
本
仏
教
学
会
、
一
九
九
六
年
五
月
、
九

九
－
一
一
〇
頁
。
該
当
論
文
は
、
唐
代
以
前
の
中
国
社
会
の
捨
身
行

為
を
、
仏
教
徒
的
及
び
王
侯
貴
族
的
と
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の

実
施
が
中
国
社
会
の
安
定
に
与
え
た
影
響
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
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｝
W
Φ
【
二
ρ
　
　
し
「
卑
5
P
⑩
ω
　
〉
一
①
×
P
円
F
α
①
「
°
　
“
い
≦
】
P
Φ
『
①
　
己
ワ
①
図
口
け
　
フ
＼
【
①
①
け
ω
　
唱
，
一
Φ
ω
一
P
…

　
　
　
　
　
噂

　
　
し
d
β
ヨ
一
轟
爵
Φ
b
け
o
身
器
磐
、
〉
宕
。
蔓
冨
巴
勺
轟
a
8
．
一
膨

　
　
O
臣
匿
ω
Φ
b
d
⊆
＆
三
ω
日
．
、
（
仏
典
と
肉
身
の
折
衝
一
中
国
仏
教
の
「
崎

　
　
行
」
と
し
て
の
焼
身
）
臣
の
8
蔓
o
h
口
①
財
σ
q
一
〇
口
ω
G
。
刈
層
Z
o
°
♪
一
〇
⑩
゜
。
圃

　
　
窓
』
⑩
㎝
1
ω
卜
。
卜
。
°
当
該
論
文
は
、
『
法
華
経
』
及
び
『
首
榜
厳
経
』
に
基

　
　
づ
く
焼
身
供
養
が
中
国
仏
教
の
も
っ
と
も
流
行
し
た
修
行
の
一
種
で

　
　
あ
る
と
し
、
宋
明
以
降
の
事
例
を
も
取
り
上
げ
、
焼
身
供
養
は
い
か

　
　
に
中
国
で
流
行
し
た
か
を
論
考
し
た
も
の
で
、
最
新
研
究
と
し
て
注

　
　
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
立
大
学
宗
教
学
部
の
助
教

　
　
授
で
あ
る
切
①
巨
は
、
中
国
仏
教
の
焼
身
供
養
に
関
す
る
専
著

　
　
．
．
】
W
焉
つ
ぎ
σ
q
h
o
腎
爵
①
b
d
＆
住
『
費
ω
課
－
巨
ヨ
9
晋
8
ぎ
O
『
ヨ
⑩
ω
①

　
　
b
d
g
畿
甑
ω
ヨ
。
．
、
を
近
々
出
版
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
こ
で
新
た
な
研

　
　
究
成
果
が
呈
示
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
船
山
徹
「
捨
身
の
思
想
ー
六
朝
佛
教
史
の
一
噺
面
」
「
東
方
學
報
』

　
　
京
都
七
十
四
冊
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、

　
　
三
五
八
－
三
一
一
頁
。
当
該
論
文
は
、
イ
ン
ド
の
原
典
を
踏
ま
え
、

　
　
唐
代
以
前
の
事
例
を
中
心
に
、
捨
身
の
思
想
を
原
義
・
象
徴
の
両
面

　
　
か
ら
論
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
ほ
か
、
横
超
慧
日
「
薬
王
品
に
お
け
る
焼
身
供
養
・
諸
仏
同

　
　
讃
の
意
味
す
る
も
の
」
、
道
端
良
秀
「
焼
身
供
養
」
『
法
華
思
想
』
、

　
　
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
九
年
五
月
。
も
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
3
）
　
陳
夢
家
『
股
虚
ト
辞
綜
述
』
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
考
古
学
専

　
　
刊
甲
種
第
二
号
、
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
第
六
十
項
参
照
。

　
　
当
書
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
に
中
華
書
局
よ
り
再
版
さ
れ
た
。

（
4
）
　
白
川
静
『
文
字
遊
心
』
「
火
の
民
俗
学
」
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
。

（
5
）
　
「
墨
子
』
に
「
告
干
上
天
后
日
、
今
天
大
旱
、
即
當
朕
身
履
。
未

　
　
知
得
罪
干
上
下
、
有
善
不
敢
蔽
、
有
罪
不
敢
赦
、
簡
在
帝
心
。
萬
方

　
　
有
罪
、
即
當
朕
身
、
朕
身
有
罪
、
無
及
萬
方
。
此
言
湯
貴
爲
天
子
、

　
　
富
有
天
下
。
然
且
不
揮
以
身
爲
犠
牲
、
以
祠
説
干
上
帝
鬼
神
。
」
と

　
　
あ
る
。

（
6
）
　
『
准
南
子
』
に
は
こ
の
文
が
な
い
。
李
善
の
注
に
「
准
南
子
日
、

　
　
湯
時
大
旱
七
年
、
ト
用
人
祀
天
。
湯
日
、
我
本
ト
祭
為
民
、
崖
乎
自

　
　
當
之
。
乃
使
人
積
薪
、
鶉
髪
及
爪
、
自
潔
、
居
柴
上
、
將
自
焚
以
祭

　
　
天
。
火
將
然
、
即
降
大
雨
。
」
と
あ
る
。

（
7
）
　
中
国
古
代
の
祭
祀
や
巫
術
に
お
け
る
髪
や
爪
を
切
る
意
味
に
つ
い

　
　
て
、
『
中
国
巫
術
史
』
の
各
章
に
あ
る
「
頭
髪
巫
術
」
、
「
指
甲
巫
術
」

　
　
な
ど
の
説
明
を
参
照
。
高
国
藩
、
『
中
国
巫
術
史
』
、
上
海
三
聯
書
店
、

　
　
　
九
九
九
年
。

（
8
）
　
『
新
序
詳
注
』
に
よ
れ
ば
、
『
藝
文
類
聚
』
巻
二
、
巻
六
六
は
「
宋

　
　
景
公
」
と
し
、
『
太
平
御
覧
』
巻
九
｝
七
は
「
衛
文
公
」
と
し
た
。

　
　
趙
仲
邑
、
『
新
序
詳
注
』
、
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
、
五
二
頁
。

（
9
）
　
顧
頷
剛
、
『
秦
漢
的
方
士
与
儒
生
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

　
　
八
年
、
二
二
頁

（
1
0
）
　
白
川
静
、
『
文
字
遊
心
』
「
君
臣
に
つ
い
て
」
、
平
凡
社
、
一
九
九

　
　
〇
年
。
ま
た
同
、
『
孔
子
伝
』
「
儒
の
源
流
」
、
中
央
公
論
社
、
一
九

　
　
七
二
年
。

（
1
1
）
　
『
左
伝
』
に
「
夏
大
旱
、
公
欲
焚
巫
庖
。
賊
文
仲
日
、
非
旱
備
也
。

　
　
脩
城
郭
、
疑
食
省
用
、
務
稿
勧
分
。
非
此
其
務
也
。
巫
厄
何
爲
、
天

　
　
欲
殺
之
、
則
如
勿
生
。
若
能
爲
旱
、
焚
之
滋
甚
。
公
從
之
。
」
と
あ

　
　
る
。

（
1
2
）
　
『
礼
記
』
に
「
父
母
全
而
生
之
、
子
全
而
錦
之
、
可
謂
孝
　
。
不

　
　
断
其
盤
、
不
辱
其
身
、
可
謂
全
　
」
と
あ
る
。
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（
1
3
）
　
「
孝
経
』
に
「
身
膿
髪
膚
、
受
之
父
母
、
不
敢
殿
傷
、
孝
之
始
也
」

　
　
と
あ
る
。

（
1
4
）
　
『
華
陽
国
志
』
巻
十
の
中
に
「
諒
輔
、
字
漢
儒
。
新
都
人
。
爲
郡

　
　
五
官
縁
時
、
天
大
旱
、
請
雨
不
降
。
輔
出
祷
祈
、
乃
積
薪
祝
神
日
、

　
　
不
雨
則
欲
自
焚
、
爲
食
明
吏
謝
罪
百
姓
。
言
終
暴
雨
」
と
あ
る
。

（
1
5
）
　
こ
の
話
は
、
『
水
経
注
』
巻
二
十
二
に
も
見
ら
れ
る
。

（
1
6
）
　
『
水
経
注
』
巻
二
十
一
に
「
張
明
府
祠
、
水
旱
之
不
節
則
祷
之
。

　
　
廟
前
有
圭
碑
、
文
字
素
砕
、
不
可
復
尋
。
碑
側
有
小
石
函
。
按
桂
陽

　
　
先
賢
書
讃
、
臨
武
張
蕪
、
字
季
智
。
為
平
輿
令
時
、
天
大
旱
、
黒
躬

　
　
祷
零
未
獲
嘉
磨
、
乃
積
薪
自
焚
。
主
簿
侯
崇
、
小
吏
張
化
從
黒
焚
焉
、

　
　
火
既
瞭
、
天
露
感
鷹
、
即
樹
雨
。
此
烹
自
焚
庭
也
」
と
あ
る
。

（
1
7
）
　
大
正
蔵
巻
一
六
頁
三
五
四
－
頁
三
五
五
。

（
1
8
）
　
大
正
蔵
巻
一
二
頁
六
九
一
ー
頁
六
九
三
。

（
1
9
）
　
大
正
蔵
巻
二
五
頁
＝
二
八
－
頁
＝
二
九
。

（
2
0
）
　
大
正
蔵
巻
三
頁
四
〇
六
－
頁
四
〇
八
。

（
2
1
）
　
仏
典
の
捨
身
事
例
に
つ
い
て
、
『
法
苑
珠
林
』
巻
九
六
「
捨
身
篇
」
、

　
　
『
経
律
異
相
』
巻
二
五
、
二
六
「
行
菩
薩
道
諸
国
王
部
」
、
巻
三
一
、

　
　
三
二
「
行
菩
薩
道
諸
国
太
子
部
」
、
『
義
楚
六
帖
』
巻
二
十
「
六
根
厳

　
　
相
部
」
、
「
随
根
諸
事
部
」
な
ど
に
多
く
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。

（
2
2
）
　
大
正
蔵
巻
三
頁
四
五
八
。

（
2
3
）
　
大
正
蔵
巻
＝
二
頁
三
三
〇
中
。

（
2
4
）
　
大
正
蔵
巻
九
頁
七
〇
〇
下
－
頁
七
〇
二
上
。

（
2
5
）
　
大
正
蔵
巻
一
〇
頁
五
〇
九
上
。
「
假
令
有
一
人
、
語
此
菩
薩
言
。

　
　
汝
今
若
能
入
、
是
大
猛
火
聚
。
然
後
當
與
汝
、
諸
佛
所
説
法
。
聞
已

　
　
即
歓
喜
、
自
投
於
火
聚
」
と
あ
る
。

（
2
6
）
　
大
正
蔵
巻
一
一
頁
四
六
四
下
。
「
我
昔
為
求
一
句
法
、
棄
捨
身
命

　
　
為
菩
提
。
彼
人
慨
怠
捨
我
教
、
如
是
無
利
於
我
法
。
我
昔
為
求
善
教

　
　
故
、
投
身
高
崖
及
火
聚
。
我
得
聞
已
如
法
行
、
棄
捨
一
切
愛
憎
等
」

　
　
と
あ
る
。

（
2
7
）
　
大
正
蔵
巻
九
頁
五
四
。

（
2
8
）
　
大
正
蔵
巻
二
四
頁
一
〇
〇
六
上
。

（
2
9
）
　
大
正
蔵
巻
一
九
頁
＝
二
二
中
。
「
若
我
滅
後
其
有
比
丘
。
爽
心
決

　
　
定
修
三
摩
提
。
能
於
如
來
形
像
之
前
、
身
然
一
燈
焼
一
指
節
、
及
於

　
　
身
上
熱
一
香
注
。
我
説
是
人
無
始
宿
債
一
時
酬
畢
、
長
掲
世
間
永
脱

　
　
諸
漏
。
錐
未
即
明
無
上
費
路
。
是
人
於
法
已
決
定
心
。
若
不
為
此
捨

　
　
身
微
因
。
縦
成
無
為
、
必
還
生
人
、
酬
其
宿
債
。
」
と
あ
る
。
な
お
、

　
　
上
記
b
」
。
目
論
文
の
中
で
は
、
こ
の
記
載
に
基
づ
き
、
『
法
華
経
』

　
　
の
内
容
と
と
も
に
中
国
仏
教
の
焼
身
供
養
の
二
大
根
拠
に
し
た
。

（
3
0
）
　
中
国
仏
教
協
会
は
、
一
九
八
三
年
に
『
関
於
漢
族
仏
教
寺
廟
剃
度

　
　
伝
戒
問
題
的
決
議
』
を
示
し
、
戒
疽
と
い
う
従
来
の
慣
習
を
廃
止
し

　
　
た
。

（
3
1
）
　
大
正
蔵
巻
三
頁
一
＝
二
。

（
3
2
）
　
大
正
蔵
巻
三
頁
＝
二
一
ニ
ー
＝
二
四
。

（
3
3
）
　
大
正
蔵
巻
四
頁
三
四
九
下
。

（
3
4
）
　
大
正
蔵
巻
一
二
頁
五
五
七
下
。
「
菩
薩
為
法
因
縁
、
剣
身
為
燈
、

　
　
影
纏
皮
肉
、
蘇
油
灌
之
、
焼
以
為
焙
」
と
あ
る
。

（
3
5
）
　
大
正
蔵
巻
五
二
頁
一
二
上
。
「
孔
氏
之
訓
無
求
生
以
害
仁
、
又
殺

　
　
身
以
成
仁
。
仁
之
至
也
。
亦
佛
纒
説
菩
薩
之
行
　
。
老
子
明
無
為
之

　
　
至
也
、
即
泥
疸
之
極
　
（
中
略
）
孔
老
如
來
錐
三
訓
殊
路
、
而
習
善

　
　
共
轍
也
」
と
あ
る
。

（
3
6
）
　
大
正
蔵
巻
五
二
頁
一
四
上
。
「
夫
道
在
練
神
不
由
存
形
、
是
以
沙

　
　
門
祝
形
焼
身
属
神
絶
往
、
神
不
可
滅
而
能
奔
其
往
、
豊
有
負
哉
」
と
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あ
る
。

（
3
7
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
四
〇
六
。

（
3
8
）
　
大
正
蔵
巻
二
五
頁
一
七
九
。

（
3
9
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
六
八
四
－
六
八
五
。

（
4
0
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
六
八
五
中
、
「
接
律
則
罪
當
初
聚
、
論
情
則
随

　
　
興
大
捨
」
と
あ
る
。

（
4
1
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
八
六
一
。

（
4
2
）
　
『
梁
高
僧
伝
』
に
比
丘
七
例
、
『
唐
高
僧
伝
』
に
比
丘
三
例
、
比
丘

　
　
尼
二
例
、
在
家
者
一
例
、
『
宋
高
僧
伝
』
に
比
丘
七
例
。
具
体
の
人

　
　
物
名
は
注
（
2
）
道
端
良
秀
「
焼
身
供
養
」
、
『
法
華
思
想
』
五
一
一
頁

　
　
を
参
照
。

（
4
3
）
　
大
正
蔵
巻
五
四
頁
二
三
一
上
－
下
。

（
4
4
）
　
大
正
蔵
巻
四
〇
二
八
五
上
。
元
照
の
こ
の
説
は
、
後
に
南
宋
の
守

　
　
一
が
編
集
し
た
「
律
宗
会
元
』
巻
下
の
「
癬
焼
身
指
大
小
相
違
」

　
　
（
続
蔵
経
一
〇
五
冊
四
五
一
丁
左
上
）
に
収
録
さ
れ
た
。

（
4
5
）
　
大
正
蔵
巻
五
四
頁
二
八
一
中
。

（
4
6
）
　
大
正
蔵
巻
五
三
頁
五
八
六
中
。

（
4
7
）
　
大
正
蔵
巻
五
二
頁
四
〇
六
下
－
四
〇
七
上
。

（
4
8
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
二
八
三
中
－
二
八
四
上
。

（
4
9
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
八
五
八
上
。

（
5
0
）
　
『
曹
五
代
史
』
巻
一
百
一
十
五
に
「
僧
尼
俗
士
、
自
前
多
有
捨
身

　
　
焼
腎
錬
指
、
釘
載
手
足
、
帯
鈴
掛
燈
諸
般
、
殿
壌
身
腔
、
戯
弄
道
具

　
　
（
中
略
）
今
後
一
切
止
絶
」
と
あ
る
。

（
5
1
）
　
『
遼
史
』
巻
十
六
に
「
開
泰
九
年
、
十
二
月
丁
亥
、
禁
僧
燃
身
煉

　
　
指
」
と
あ
る
。

（
5
2
）
　
大
正
蔵
巻
九
頁
五
三
中
。

（
5
3
）
　
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
一
九
一
下
。

（
5
4
）
　
大
正
蔵
巻
三
四
頁
一
四
三
中
。

（
5
5
）
　
大
正
蔵
巻
三
四
頁
三
五
四
中
－
下
。

（
5
6
）
　
大
正
蔵
巻
三
四
頁
三
五
四
下
。

（
5
7
）
　
続
蔵
経
四
五
冊
一
六
九
丁
左
上
。

（
5
8
）
　
大
正
蔵
巻
三
四
頁
六
二
〇
下
。

（
5
9
）
　
吉
蔵
の
法
華
解
釈
は
智
頻
に
及
ぶ
の
か
は
問
題
で
あ
る
。
外
見
的

　
　
に
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
の
違
い
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
天
台
学
者
の
負
う
べ
き
課

　
　
題
で
あ
る
。
「
薬
王
品
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
解
釈
の
相
違
も
、
そ
の

　
　
一
例
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
法
華
文
句
』
で
は
、
薬
王
を
、
文
殊
、

　
　
普
賢
、
観
音
な
ど
の
大
乗
菩
薩
と
同
列
に
し
た
た
め
、
在
家
の
者
で

　
　
は
な
い
と
し
た
。

（
6
0
）
　
大
正
蔵
巻
五
五
頁
一
〇
五
九
上
、
『
伝
教
大
師
将
來
目
録
』
（
越
州

　
　
録
）
に
、
「
天
台
第
七
祖
智
度
和
尚
略
傳
一
巻
」
と
あ
る
。

（
6
1
）
　
続
蔵
経
四
四
冊
一
五
七
丁
右
上
－
一
五
八
丁
右
下
。

（
6
2
）
　
続
蔵
経
四
六
冊
三
一
九
丁
左
下
－
三
二
〇
丁
右
上
。

（
6
3
）
　
大
正
蔵
巻
四
九
頁
二
一
〇
中
。

（
6
4
）
　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
三
九
に
コ
ニ
月
、
詔
密
州
師
津
輝
師
至
京
祈
雨
。

　
　
師
結
齋
坐
繹
感
天
、
西
北
白
虹
書
見
、
大
雨
通
濟
」
（
大
正
蔵
巻
四

　
　
九
頁
三
六
三
下
）
と
あ
る
。

（
6
5
）
　
『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
に
「
（
不
空
）
凡
慮
詔
祈
雨
無
他
軌
則
。
但
設

　
　
一
繍
座
、
手
簸
旋
数
寸
木
神
子
。
念
㎜
几
郷
之
。
當
其
自
立
於
座
上
、

　
　
已
伺
其
吻
角
、
牙
出
目
瞬
則
雨
至
芙
。
」
（
大
正
蔵
巻
五
〇
頁
七
＝
二

　
　
下
）
と
あ
る
。

（
6
6
）
　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
「
九
月
、
不
雨
。
詔
洒
州
亀
山
沙
門
智
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悟
入
京
止
開
寳
寺
祈
雨
。
悟
先
在
洒
州
祈
雨
有
感
、
曾
噺
一
腎
。
至

　
　
是
又
日
、
若
七
日
得
雨
更
舎
一
腎
。
五
日
大
雨
、
乃
裁
一
腎
。
上
遣

　
　
使
賜
藥
。
悟
日
、
無
害
。
人
見
所
戴
膏
無
血
、
甚
異
之
」
（
大
正
蔵

　
　
巻
四
九
頁
四
〇
五
下
）
と
あ
る
。

（
6
7
）
　
大
正
蔵
巻
五
二
頁
七
一
四
上
。

（
6
8
）
　
大
正
蔵
巻
四
六
頁
九
一
七
中
。

（
6
9
）
宝
雲
義
通
の
師
で
あ
る
螺
渓
義
寂
も
、
雨
乞
い
の
専
門
家
で
あ
る
。

　
　
『
螺
渓
振
祖
集
』
に
収
録
し
た
銭
易
撰
「
浮
光
大
師
行
業
碑
」
で
は

　
　
「
早
歳
呉
越
不
雨
久
。
而
吾
叔
命
使
求
祷
之
。
師
領
其
徒
。
詣
巨
潭

　
　
覆
鉢
作
祷
。
而
暗
有
叩
几
語
。
食
久
潭
中
為
風
所
激
。
侃
有
物
。
自
水

　
　
中
起
。
週
不
半
道
。
大
雨
連
下
」
（
大
正
蔵
巻
四
六
頁
九
二
六
中
）

　
　
と
示
し
、
焼
身
ま
で
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
密
教
系
の
祈
祷

　
　
に
よ
る
雨
乞
い
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
7
0
）
　
『
四
明
尊
者
教
行
録
』
巻
一
「
尊
者
年
譜
」
、
『
釈
門
正
統
』
巻
二

　
　
「
知
礼
伝
」
、
『
仏
祖
統
紀
』
巻
八
「
知
礼
伝
」
な
ど
に
収
録
さ
れ
た

　
　
こ
の
記
載
は
、
知
礼
の
門
下
で
あ
る
則
全
が
一
〇
三
三
年
に
著
し
た

　
　
「
四
明
法
智
尊
者
実
録
」
や
明
州
の
地
方
官
で
あ
る
胡
防
が
著
し
た

　
　
「
明
州
延
慶
寺
伝
天
台
教
観
故
法
智
大
師
塔
銘
」
に
は
み
ら
れ
な
い

　
　
た
め
、
事
実
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
7
1
）
　
温
其
の
例
は
『
仏
祖
統
紀
』
巻
＝
二
（
大
正
蔵
巻
四
九
頁
二
一
九

　
　
上
）
、
覚
先
の
例
は
『
釈
門
正
統
』
巻
七
（
続
蔵
経
＝
二
〇
冊
四
三

　
　
五
丁
右
下
）
、
『
仏
祖
統
紀
』
巻
一
五
（
大
正
蔵
巻
四
九
頁
二
二
五
）

　
　
を
参
照
。

（
7
2
）
　
大
正
蔵
巻
二
〇
頁
三
五
中
。

（
7
3
）
　
大
正
蔵
巻
二
五
頁
一
一
〇
上
、
「
復
有
四
種
見
。
世
間
常
世
間
無

　
　
常
、
世
間
亦
常
亦
無
常
、
世
間
亦
非
常
亦
非
無
常
、
我
及
世
間
有
邊

　
　
無
邊
亦
如
是
」
と
あ
る
。

（
7
4
）
　
大
正
蔵
巻
三
九
頁
九
七
四
下
。
『
天
台
大
師
別
伝
』
で
は
、
智
頻

　
　
も
曽
て
呪
文
を
唱
え
雨
乞
い
し
た
こ
と
が
あ
る
と
記
し
た
が
、
焼
身

　
　
す
る
こ
と
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

（
7
5
）
　
大
正
蔵
巻
三
九
頁
九
九
五
下
。

（
7
6
）
　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
九
（
大
正
蔵
巻
四
九
頁
二
〇
〇
）
参
照
。

（
7
7
）
　
大
正
蔵
巻
四
八
頁
九
七
一
中
。

（
7
8
）
　
大
正
蔵
巻
三
四
頁
＝
四
下
。

（
7
9
）
　
『
宋
史
』
巻
四
百
六
十
六
、
列
伝
第
二
百
二
十
五
に
も
こ
の
記
事

　
　
を
引
い
て
い
た
。
た
だ
し
「
天
台
国
清
寺
」
で
は
な
く
、
「
天
台
壽

　
　
昌
寺
」
と
し
た
。

（
8
0
）
続
蔵
経
一
〇
一
冊
一
五
三
丁
右
上
。

（
8
1
）
　
大
正
蔵
巻
四
六
頁
九
一
九
。

（
8
2
）
　
大
正
蔵
巻
四
六
頁
九
一
八
中
。

（
8
3
）
　
『
湘
山
野
録
』
巻
下
を
参
照
。
但
し
、
「
銭
希
白
」
は
「
楊
希
白
」

　
　
と
す
る
が
、
誤
記
の
可
能
性
が
あ
る
。
『
教
行
録
』
と
『
仏
祖
統
紀
』

　
　
は
み
な
「
銭
希
白
」
と
す
る
。

（
8
4
）
　
大
正
蔵
巻
四
九
頁
二
七
六
下
。

（
8
5
）
　
続
蔵
経
＝
二
〇
冊
四
二
六
丁
右
下
。

（
8
6
）
　
大
正
蔵
巻
一
五
頁
六
八
一
上
。

（
8
7
）
　
大
正
蔵
巻
九
頁
五
四
下
。

キ
ー
ワ
ー
ド
　
焼
身
供
養
、
捨
身
、
仏
骨
供
養
、
中
国
天
台
、
『
法
華
経
』
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Astudy　on　Offering　the　Body　for　Burning
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offering　the　body　for　burning，　Buddhist　self－immolation，

performed　for　relics　of　the　Buddha，　Tiantai　school　of



Buddhism　in　China，　Lotus　Sutra

　The　offering　of　the　body　for　burning　is　a　kind　of　a　Buddhistic

self－immolation．　Based　on　the　Buddhism　of　Mahayana，　the　body　is

burned，　and　it　is　supposed　to　be　the　highest　form　of　selfless　giving．

　However，　it　is　difficult　to　accept　that　a　situation　that　causes　such

evident　pain　and　an　act　that　can　occasionally　be　interpreted　as

recommending　people　to　commit　suicide　are　healthy　religious　acts．

　Conventionally，　many　of　the　Chinese　emperors　strictly　forbade　this

offering．　However，　it　was　continuously　practiced　by　Buddhists

because　they　yearned　to　attain　the　Pure　Land，　by　discarding　the　body

and　yearned　to　fulfill　an　important　vow。　In　the　Chinese　Tiantai　school

of　Buddhism，　which　believes　in　the“Lotus　Sutra，”some　priests　not

only　theoretically　interpreted　this　practice，　but　many　also　practiced　it．

　　There　exists　a　great　difference　in　opinion　regarding　offering　the

body　for　burning，　and　it　has　been　widely　debated．

　　The　following　three　problems　are　discussed　in　this　paper：

　　（1）　The　origin　of　the　practice　of　offering　the　body　for　burning．

　　（2）　Diverse　views　on　offering　the　body　for　burning　in　Chinese

　　　　Buddhism．

　　（3）　The　offering　of　the　body　for　burning　in　the　Chinese　Tiantai

　　　　school　of　Buddhism．
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